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         はじめに 

 

本市では、平成２９年度に障害者基本法に基づく「西尾市障害

者計画」を策定し、「共に生きる“まち”を、つくる」を基本理念として

共生社会の実現に向けた障害者施策の推進に取り組むとともに、

障害者総合支援法に基づく「西尾市障害福祉計画」及び児童福祉

法に基づく「西尾市障害児福祉計画」を策定し、障害福祉サービス

や地域生活支援事業等の充実を図ってきました。 

 

障害者を取り巻く環境は、日々変化しています。本市においては令和元年１２月に西尾市手話言語

条例を制定し、手話言語への理解の促進とその普及に取り組むとともに、手話でコミュニケーション

を図りやすい環境の構築を目指しているところです。 

社会全体においても、令和４年５月に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

が施行され、可能な限り障害者が、障害者でない者と同じ内容の情報を、同じ時点において、それぞ

れの障害の種類や程度に応じた手段で取得、利用できる施策の推進が定められるなど、インクルー

シブ社会（社会的包摂）の実現に向けた取組が進められてきました。 

また、令和６年４月には、改正障害者差別解消法が施行され、個人事業者やボランティア団体等の

非営利団体を含む全ての事業者において、障害者に対する「合理的配慮の提供」が義務付けられ、

障害者がさまざまな社会活動に参加していくための素地が整いつつあります。 

 

本市においては、このような社会の変化に対応するとともに、これまでの施策の状況を踏まえ、障害

者の実態やニーズに即した障害者施策を総合的・計画的に推進していくため、「第４次西尾市障害

者計画」、「第７期西尾市障害福祉計画」及び「第３期西尾市障害児福祉計画」を、「西尾市障害者

福祉計画」として一体的に策定しました。 

本計画では「一人ひとりを大切に、住み慣れた地域で健やかに暮らせるまち 西尾」を基本理念と

して、障害の有無にかかわらず一人ひとりの人格と個性が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮

らしていける「共生社会」の実現を目指します。その理念のもと、７つの基本目標を掲げ、地域の皆様

や関係団体等の協力を得ながら障害者施策の推進を図ってまいりますので、より一層のご理解とご

支援をお願いいたします。  

 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見を賜りました西尾市障害者福祉

計画・地域福祉計画等策定委員会委員各位、関係団体ヒアリング・アンケートにご協力いただきまし

た皆様方に対しまして、心より感謝申し上げます。  

 

令和６年３月  

西尾市長 中 村  健 
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第１章 障害者福祉計画について 

１ 策定の趣旨 

本市においては、平成２９年３月に、障害者基本法に基づく「第３次西尾市障害者計画」を策定し、

障害の有無にかかわらず、すべての人が相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現を目

指し、障害者施策に取り組んできました。 

国においては、平成２６年に批准した「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」との整合

性確保に留意しつつ、平成２８年に改正された「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」のほか、令

和３年に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援法」に基づき、障害者が自ら望む地域

生活への支援や障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応に向けた取組等が行われて

きました。 

また、令和３年には、「障害者差別解消法」が改正され、事業者に対する合理的配慮の提供の義

務付けや、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化等が規定されました。 

このほか、障害者の社会参加の促進や共生社会の実現に向け、平成３０年に「障害者文化芸術推

進法」、令和元年に「読書バリアフリー法」、令和４年に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーシ

ョン施策推進法」が施行されるなど、様々な法整備が進められてきました。 

令和３年に開催された、東京２０２０オリンピック・パラリンピック、「障害者差別解消法」の改正等の

大きな動きが見られており、障害者等をとりまく環境及び施策は大きく変化してきています。 

さらに、令和４年には、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」が改正され、令和６年度以降、障

害者等の地域生活の支援体制の充実や児童発達支援センターの役割・機能の強化などが行われる

予定となっています。 

こうした動向も踏まえつつ、障害者施策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等について、大

局的・俯瞰的見地より議論が行われ、その結果、令和５年３月、「障害者基本計画（第５次）」が策定

されました。 

この基本計画は、障害者基本法の目的の達成はもちろんのこと、次に掲げる社会の実現を目指す

ことが期待されています。 

・「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観

を国民全体で共有できる共生社会 

・「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development 

Goals）の理念とも軌を一にした、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重

し支え合う社会 

・デジタルの活用により、国民一人一人の特性やニーズ、希望に即したサービスを選ぶことができ、

障害の有無にかかわらず多様な幸せが実現できる社会 

・障害者施策が国民の安全・安心や社会経済の進歩につながるしなやかで豊かな社会 

基本計画に基づく施策の策定及び実施に当たっては、こうした目指すべき社会の姿を常に念頭に

置くとともに、その実現に向けた観点から不断に取組を進めていくことが重要であるとされています。  
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２ 法令・制度改正の動向 

年度等 内  容 

障害者差別解消法（障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律）の施
行 
（平成28(2016)年４月１日施行） 

○ 障害を理由とする差別的取扱いの禁止 
○ 合理的配慮の提供 

成年後見制度の利用の促進に関する法
律の施行 
（平成28(2016)年５月13日施行） 

○ 成年後見制度利用促進委員会の設置 

発達障害者支援法の改正 
（平成28(2016)年８月１日施行） 

○ 発達障害者支援地域協議会の設置 
○ 発達障害者支援センターなどによる支援に関する

配慮 

障害者総合支援法（障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律）及び児童福祉法の改正 
（平成28（2016）年６月３日公布 

平成30(2018)年４月１日施行） 

○ 自立生活援助の創設（円滑な地域生活に向けた
相談・助言などを行うサービス） 

○ 就労定着支援の創設（就業にともなう生活課題
に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整な
どの支援を行うサービス） 

○ 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用 
○ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障

害児福祉計画の策定） 
○ 医療的ケアを要する障害児に対する支援 

（平成28年(2016年)６月３日公布日施行） 

障害者による文化芸術活動の推進に関
する法律の施行 
（平成３０（２０１８）年６月公布・施行） 

○ 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を
通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参
加の促進 

障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部改正 
（令和２(2020)年４月１日施行） 

○ 障害者の雇用状況についての的確な把握のた
め、報告徴収の規定を新設 

○ 障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認
に関する書類保存の義務化 

○ 障害者雇用率の算定対象となる障害者であるか
どうかの確認方法を明確化 

○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国
及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施
に関し、勧告をすることができることとする適正実
施勧告の規定を新設 

○ 国等が率先して障害者を雇用する責務の明確化 
○ 「障害者活躍推進計画」の作成・公表の義務化 
○ 障害者雇用推進者・障害者職業生活相談員の

選任の義務化 
○ 週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対

する特例給付金の新設 
○ 中小事業主（300人以下）の認定制度の新設 
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年度等 内  容 

地域共生社会の実現のための社会福
祉法等の一部改正 
（令和３(2021)年４月１日施行） 

○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対
応する市町村の包括的な支援体制の構築の支
援 

○ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス
提供体制の整備等の推進 

○ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 
○ 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
○ 社会福祉連携推進法人制度の創設 

障害者差別解消法の改正 
（令和３（2021）年６月４日公布 

令和６(2024)年４月１日施行） 

○ 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必
要かつ合理的な配慮の提供の義務化（改正前は
努力義務、過重な負担がない範囲で行う） 

医療的ケア児支援法（医療的ケア児及
びその家族に対する支援に関する法
律） 
（令和３（2021）年９月18日施行） 

○ 「医療的ケア」の定義を、人工呼吸器による呼吸
管理、喀痰（かくたん）吸引その他の医療行為と
した 

○ 医療的ケア児支援施策を実施する地方公共団
体の責務を明記 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケ
ーション施策推進法（障害者による情報
の取得及び利用並びに意思疎通に係る
施策の推進に関する法律）の施行 
（令和4年（2022年）5月25日施行） 

○ 障害者による情報の取得利用等に係る施策の推
進 

児童福祉法の改正 
（令和４（2022）年６月15日公布 

令和６(2024)年４月１日施行） 

○ 全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相
談支援等を行うこども家庭センターの設置等 

○ 困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事
提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う
事業を創設 

○ 児童の意見聴取等の仕組みの整備 

障害者総合支援法の改正 
（令和４（2022）年12月16日公布 

令和６(2024)年４月１日施行） 

○ 共同生活援助（グループホーム）の支援内容とし
て、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退
去後の相談等が含まれることが、法律上明確化 

○ 就労選択支援（就労アセスメントの手法を活用
し、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択
を支援するサービス）の創設 
施行期日（案）令和７年10月１日（政令で定める
日） 

○ 短時間労働者に対する実雇用率算定、障害者雇
用調整金等の見直しと助成措置の強化 

○ 医療保護入院の見直し、入院者訪問支援事業の
創設、精神科病院における虐待防止に向けた取
組の一層の推進 

○ 難病患者等に対する適切な医療の充実及び療
養生活支援の強化 

○ 障害者、難病等についてのデータベースに関する
規定の整備（第三者提供の仕組みの規定等） 

 

本市においては、このような大きな変化に対応するとともに、これまでの施策の状況を踏まえ、本市

の障害者の実態やニーズに即した障害者施策を総合的・計画的に推進していくため、「第４次障害

者計画」「第７期障害福祉計画」「第３期障害児福祉計画」を、「障害者福祉計画」として一体的に

策定します 
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３ 計画の位置付け 

（１）計画の法的位置付け 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づいて障害者の自立及び社会参加の支援等のため

の施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定される障害者計画、障害者総合支援法第 88

条に基づく障害福祉計画及び児童福祉法第 33 条の２０に基づく障害児福祉計画を一体的に策定

するものであり、障害者のための施策に関する基本的な計画として策定するものです。 

また、障害者文化芸術推進法第８条に基づき策定する「障害者による文化芸術活動の推進に関す

る計画」及び読書バリアフリー法第８条に基づき策定する「視覚障害者等の読書環境の整備の推進

に関する計画」としての位置付けも有する計画として策定します。 

なお、本計画の策定に当たっては、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第

９条第１項に基づき、同法の規定の趣旨を踏まえることとします。 

【策定の根拠及び計画内容】 

 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

根拠法 
障害者基本法 

第１１条第３項 

障害者総合支援法 

第８８条 

児童福祉法 

第３３条の２０ 

内容 

障害者施策の基本的方向

性について定める計画 

障害福祉サービス等の見

込みと、その確保策を定め

る（計画期間は３年１期） 

障害児通所支援等の提供

体制と、その確保策を定め

る（計画期間は３年１期） 

 

（参考：障害者基本法第 11 条第３項） 

 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障

害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町

村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

（2） 計画の対象 

本計画では、障害者総合支援法に基づき、対象とする障害者の範囲を、身体障害者、知的障害

者及び精神障害者（発達障害者を含む。）並びに制度の谷間となって支援の充実が求められてい

た難病の者（治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの）としています。 

また、障害児に関わる内容については、児童福祉法に基づき、身体に障害のある児童、知的障害

のある児童、精神に障害のある児童（発達障害児を含む。）又は難病の児童を対象としています。 
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（3） 上位計画・関連計画との関係 

障害者計画は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な指針を定めた

最上位計画である「にしお未来創造ビジョン（第８次西尾市総合計画）」及び福祉分野の個別計画

の上位計画である「第４次西尾市地域福祉計画」に即した計画とします。また、障害者施策に関連す

る他の計画と整合を図った上で策定します。 

なお、実施計画としては、別途数値目標等を設定した障害福祉計画、障害児福祉計画を定めます。 

 

【各計画の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 愛知県の方針 

愛知県は、国と県、市町村が総合的な連携体制を構築し、障害者に適切なサービスを提供できる

体制を作っていくため、障害福祉に関する総合計画として、都道府県が策定すべき３つの法定計画を

一体的に策定しています。⇒あいち障害者福祉プラン 2021-2026 

・障害者基本法第１１条第２項に基づく「都道府県障害者計画（第４期）」 

・障害者総合支援法第 89 条第１項に基づく「都道府県障害福祉計画（第６期）」 

・児童福祉法第 33 条の 22 第１項に基づく「都道府県障害児福祉計画（第２期）」 

その基本理念は、「全ての県民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重さ

れ、障害の有無によって分け隔てられることなく、多様性を認め合い、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する地域社会の実現」とされています。  

など関連する計画 

連携・整合 

第８次西尾市総合計画 

第４次西尾市地域福祉計画 

第４次西尾市障害者計画 

第３期西尾市 

障害児福祉計画 

第７期西尾市 

障害福祉計画 

高齢者福祉計画 
・介護保険事業計画 子ども子育て支援計画 
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（５） 計画の期間 

「第４次西尾市障害者計画」は、令和６年度から令和１１年度までの６年間、「第７期西尾市障害

福祉計画」及び「第３期西尾市障害児福祉計画」は令和６年度から令和８年度までの３年間の計画

です。 

ただし、国の障害者政策の見直し等が行われた場合、計画期間中でも見直しを行うこととします。 

 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

         

         

         

 

（6）計画の策定手法 

この計画は、障害者・障害児へのアンケート調査、関係団体・事業所等へのアンケート調査を行い、

障害者関係団体、障害福祉サービス事業所、関係機関等で西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福

祉計画等策定委員会を組織し、協議を重ねて策定しました。また、関係各課による施策・事業の点検

を行いました。 

また、同時期に改訂した「地域福祉計画」並びに社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計

画」との関連にも考慮しました。 

（7）計画の推進・評価・改善 

①計画の周知及び情報提供 

本計画について、市内公共施設やホームページ等で広く住民一般に周知し、障害者及び家族

や地域住民、障害者支援に関わる人々の共通の理解を得ながら、計画を推進します。障害のある

なしにかかわらず、共に暮らす地域の実現に向けて、障害者及び障害者施策に関する正しい理解

と関心をさらに高めます。 

②関係機関の連携による推進 

▶保健・医療・福祉・教育分野における連携 

障害者を支える協働のネットワークが構築されるよう、市民、障害者団体及び関係団体、社会福

祉協議会、民生委員・児童委員協議会、教育・療育機関、ボランティア団体、社会福祉サービス事

業者と行政が、西尾市地域自立支援協議会等の活動を通じて障害者福祉の理念を共有し、それ

ぞれが役割を担います。 

第３次西尾市障害者計画 

第６期西尾市障害福祉計画 

第２期西尾市障害児福祉計画 

第７期西尾市障害福祉計画 

第４次西尾市障害者計画 

第３期西尾市障害児福祉計画 
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▶協働のネットワーク構築 

一人ひとりの支援ニーズに適合したサービスが一貫性をもって提供されるよう、関係機関のネッ

トワークづくりに努めます。 

③計画の点検・評価及び見直し 

本計画の点検にあたっては、福祉課を中心にそれぞれの事業を担当する各課において事業の

実施状況の確認や評価及び地域自立支援協議会での検証を行います。その結果に基づき、計

画を着実に推進します。点検・評価及び見直しにあたっては、最新の社会情勢や福祉施策に対応

します。 

【障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国障害福祉計画策定に係る実態調査及び PDCA サイクルに関するマニュアル 

  

■計画の内容を踏まえ、事

業を実施する。 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認め

るときは、障害福祉計画の見直し等を実施する。 

■「基本指針」に即して成果目標を設定するとともに、障害福祉サービ

スの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

■成果目標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策

や関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分

析・評価を行う。 

■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果につい

て公表することが望ましい。 

 

■障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標、

サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

基本指針 

計画（Plan） 

改善（Action） 
実行（Do） 

評価（Check）
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４ SDGs との関係 

SDGs （エスディージーズ）とは、持続可能な開発目標のことで、2015 年９月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年まで

の国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、

地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。SDGs は発展途

上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、国としても積極的に

取り組んでいます。 

SDGs は、その基本理念として、貧困の撲滅をはじめ、世界中の「誰一人取り残されない」という、

包摂的な世の中を作っていくことが重要であると示しています。これは、住民の福祉の増進を図ること

を目的とする地方自治体にとって、目的を同じくするものです。こういったことから、市では、障害者計

画の各分野において、SDGs の目標指標を意識して、自治体レベルで SDGs の理念と目標を支える

こととしていきます。 

本計画と関係の深いゴールをここに掲げます。 

 

目標１ あらゆる場所のあらゆる形態

の貧困を終わらせる 

 

目標１０ 各国内及び各国間の不平等

を是正する 

 

目標２ 飢餓を終わらせ、食料安全保

障及び栄養改善を実現し、持続可能

な農業を促進する 
 

目標１１ 包摂的で安全かつ強靱（レ

ジリエント）で持続可能な都市及び人

間居住を実現する 

 

目標３ あらゆる年齢のすべての人々

の健康的な生活を確保し、福祉を促進

する 
 

目標１２ 持続可能な生産消費形態を

確保する 

 

目標４ すべての人々への、包摂的かつ

公正な質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する 

 

目標１６ 持続可能な開発のための平

和で包摂的な社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセスを提供し、あら

ゆるレベルにおいて効果的で説明責

任のある包摂的な制度を構築する 

 

目標５ ジェンダー平等を達成し、すべ

ての女性及び女児の能力強化を行う 

 

目標１７ 持続可能な開発のための実

施手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 

 

目標８ 包摂的かつ持続可能な経済

成長及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人間らし

い雇用（ディーセント・ワーク）を促進す

る  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の現況・課題 
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第２章 障害のある人を取り巻く状況 

１ 市の人口・世帯 

（1） 人口の推移 

本市の人口は、令和元年あたりをピークに微減の傾向にあります。年少人口は減少し、高齢者人

口は増加するという、いわば少子高齢化の傾向にあります。一方、生産年齢人口は、減少しています。 

令和５年の高齢化率は、25.8％で、およそ４人に１人が高齢者となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 世帯の推移 

本市の世帯数は、増加傾向にあり、一世帯当たり人員は一貫して減少しています。 

 

 

 

 

 

  

【総人口と人口構成】 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

24,919

(14.7%)

24,762

(14.6%)

24,638

(14.4%)

24,629

(14.4%)

24,599

(14.3%)

24,410

(14.2%)

24,110

(14.0%)

23,805

(13.9%)

23,453

(13.8%)

23,138

(13.6%)

106,443

(62.7%)
105,574

(62.1%)

105,441

(61.7%)

105,335

(61.4%)

105,042

(61.1%)

105,094

(61.0%)
104,675

(60.8%)
103,643

(60.5%)
103,075

(60.5%)

103,163

(60.6%)

38,528

(22.7%)
39,774

(23.4%)

40,790

(23.9%)

41,582

(24.2%)

42,258

(24.6%)

42,920

(24.9%)
43,329

(25.2%)
43,725

(25.5%)
43,965

(25.8%)

43,927

(25.8%)

169,890 170,110 170,869 171,546 171,899 172,424 172,114 171,173 170,493 170,228

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

169,890 170,110 170,869 171,546 171,899 172,424 172,114 171,173 170,493 170,228

59,233 60,108 61,488 62,670 63,654 65,046 65,799 66,132 66,641 67,391

2.87
2.83 2.78

2.74 2.70 2.65 2.62 2.59 2.56 2.53

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

総人口 世帯数 １世帯当たり人員

（人） （人）

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

【世帯の推移】 
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（3） 世帯の状況 

本市の世帯の推移では、一般世帯は増加しており、核家族世帯も増加しています。一方、単独世

帯、65 歳以上の単独世帯も増加しています。 

また、男親と子供から成る世帯、女親と子供から成る世帯も増加しています。 

 

 平成 

１２年 

平成 

１７年 

平成 

２２年 

平成 

２７年 

令和 

２年 

一般世帯数 46,786 51,315 54,390 58,891 61,910 

世帯類型 

うち核家族世帯 25,524 28,208 30,738 33,046 35,435 

  

夫婦のみの世帯 6,582 7,944 9,187 9,975 11,164 

夫婦と子供から成る世帯 15,930 16,587 17,422 18,327 18,956 

男親と子供から成る世帯 583 689 736 866 976 

女親と子供から成る世帯 2,429 2,988 3,393 3,878 4,339 

うち単独世帯 7,721 10,294 11,631 14,850 16,576 

  うち 65 歳以上の単独世帯 1,865 2,435 3,089 4,320 4,922 

 

（4） 18 歳未満の人口の推移 

本市の 18 歳未満人口は、ゆるやかな減少傾向にあり、１８歳未満の人口比率は一貫して減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【１８歳未満人口の推移】 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

【世帯の状況】 

資料：国勢調査 

169,890 170,110 170,869 171,546 171,899 172,424 172,114 171,173 170,493 170,228

30,180 30,043 29,840 29,844 29,739 29,525 29,227 28,826 28,511 28,230

17.8 17.7 17.5 17.4 17.3 17.1 17.0 16.8 16.7 16.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

総人口 18歳未満人口 18歳未満人口比率

（人） （％）
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2 高齢者の状況 

（1） 高齢者の推移 

本市の高齢者人口は、ゆるやかな増加傾向にあります。その中でも、後期高齢者である 75 歳以

上が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 要介護認定状況 

要支援・要介護の認定状況をみると、総数は増加傾向にあり、中でも、要支援１、要介護１が増加

しています。 

 

 

 

 

 

 

  

169,890 170,110 170,869 171,546
171,899 172,424 172,114 171,173 170,493 170,228

38,528 39,774 40,790 41,582 42,258 42,920 43,329 43,725 43,965 43,927

20,355
21,258 21,824 22,008 22,138 22,161 22,026 22,207

21,762 20,765
18,173 18,516 18,966 19,574 20,120 20,759 21,303 21,518

22,203 23,162

22.7 
23.4 

23.9 24.2 24.6 24.9 25.2 25.5 25.8 25.8 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

総人口 高齢者人口 65～74歳 75歳以上 高齢化率

（人） （％）
【高齢者の推移】 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

767 817 890 1,008 1,130 1,274

694 723 735 763 733 719

1,370 1,423 1,435
1,524 1,573 1,608

1,201 1,184 1,183
1,113 1,061 1,024

752 844 827
868 853 782802

783 741
805 874 834481

455 471
469 454 4486,067 6,229 6,282

6,550 6,678 6,689

14.4 14.5 14.5
15.0 15.2 15.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人） （％）

【要介護認定状況】 

資料：介護事業状況報告（各年 5 月末日） 
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（3） 認知症高齢者の推移 

認知症高齢者の推移では、増加しており、令和３年から増加幅が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 障害のある人の状況 
障害のある人の状況では、それぞれの種別の人数は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,220 
3,033 

3,267 

3,734 3,847 3,884 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
認知症患者数

（人）

【認知症高齢者の推移】 

資料：長寿課（各年３月末日） 
※認知症高齢者数は、認知症高齢者日常生活自立度Ⅱa 以上の人を集計しています。
Ⅱa 以上とは、たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたこと
にミスが目立つ等の状態に当てはまる人のことです。 

【障害のある人の状況】 

資料：福祉課（各年４月１日） 

5,030 5,044 5,020 5,100
5,268 5285

1,244 1,275 1,302 1,362 1,415 14821,215 1,292 1,372 1,471 1,576 1649

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者
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4 障害別の状況 

（1） 身体障害者手帳所持者 

①年齢 

身体障害者手帳所持者を年齢でみると18歳以上の数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②等級 

身体障害者手帳所持者を等級でみると１級、3級が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

145 145 137 144 143 136

4,885 4,899 4,883 4,956 5,125 5,149

5,030 5,044 5,020 5,100 5,268 5,285

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18歳以上

（人）

【年齢】 

【等級】 

1,330 1,341 1,337 1,366 1,428 1,436

859 846 857 859 872 874

1,263 1,269 1,250 1,270 1,313 1,316

1,059 1,060 1,047 1,064 1,107 1,118

269 271 272 276 277 276250 257 257 265 271 265
5,030 5,044 5,020 5,100 5,268 5,285

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 

資料：福祉課（各年４月１日） 
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③種別 

身体障害者手帳所持者を障害の種別でみると内部障害が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 療育手帳所持者 

①年齢 

療育手帳所持者を年齢でみると全体的に増加しています。 

 

 

 

 

 

  

【種別】 

258 262 266 259 266 269
457 471 468 486 505 496

34 37 34 34 34 36

2,673 2,640 2,628 2,638 2,668 2,650

1,608 1,634 1,624 1,683 1,795 1,834

5,030 5,044 5,020 5,100 5,268 5,285

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい
音声・言語・そしゃく機能障がい 肢体不自由
内部障がい

（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 

【年齢】 

417 437 437 455 488 524

827 838 865 907 927 958

1,244 1,275 1,302 1,362 1,415 1,482

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１８歳未満 １８歳以上

（人）（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 
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②区分 

療育手帳所持者を区分でみると全体的に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 精神障害者手帳所持者 

①年齢 

精神障害者手帳所持者を年齢でみると全体的に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【区分】 

474 488 491 514 523 533

770 787 811 848 892 949

1,244 1,275 1,302 1,362 1,415 1,482

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

A（重度） B・C（軽度）

（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 

【年齢】 

56 59 73 75 76 91

1,159 1,233 1,299 1,396 1,500 1,558

1,215
1,292

1,372
1,471

1,576 1,649

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１８歳未満 １８歳以上 合計

（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 
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②等級 

精神障害者手帳所持者を等級でみると特に２級（中度）が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【等級】 

130 148 162 174 184 186

847 890 950 1,019 1,095 1,154

238 254
260

278
297 309

1,215
1,292

1,372
1,471

1,576 1,649

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１級（重度） ２級（中度） ３級（軽度）

（人）

資料：福祉課（各年４月１日） 
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5 アンケート調査の概要 

（１）福祉に関するアンケート調査 

本調査は、令和５年２月、障害者手帳をお持ちの方（令和５年２月１日時点の所持者）2,000 人、

障害者手帳をお持ちの児童及び福祉サービスを利用している児童（令和５年２月１日時点の所持

者）500 人に郵送による調査票の配布・回収でアンケートを行い、障害者手帳をお持ちの方 1,031

人（回収率 51.6％）、障害児 248 人（回収率 49.6％）の方から回答をいただきました。 

（2）障害者アンケート 

①アンケートの回答者 

調査票の記入者については、「本人」が７4.3%と最も高く、次いで「父、母」（8.0%）、「子ども」

（6.5％）等の順となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者では

「本人」が最も高く、療育手帳所持者では「父、母」が最も高くなっています。 

②生活している場所 

ご本人が現在生活している場所については、「自宅（アパート、借家等含む）」が 89.0%と最も高

く、次いで「福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設）」（2.7%）、「グループホーム」（2.4%）、

「病院に入院」（1.6%）の順となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、全ての障害者手帳所持者で「自宅（アパート、借家等含む）」が最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.0

90.3

77.1

88.4

2.4

1.1

9.2

3.7

2.7

2.1

7.8

2.1

1.6

1.9

1.3

1.6

1.4

1.7

0.7

1.6

2.9

2.9

3.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,031)

身体(n=753)

療育(n=153)

精神(n=189)

自宅（アパート、借家等含む） グループホーム

福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設） 病院に入院

その他 無回答

74.3

79.4

39.2

85.7

8.0

3.2

46.4

5.3

1.4

0.8

4.6

1.6

6.5

8.2

1.6

1.6

0.7

8.5

1.1

5.3

5.8

3.7

2.9

1.9

1.3

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=1,031)

身体(n=753)

療育(n=153)

精神(n=189)

本人（調査票が郵送された宛名の方） 父、母 兄 弟、姉妹 子ども 事業所職員がかわりに回答 その他 無回答

【記入者】 

【生活している場所】 
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③今後暮らしたい場所 

将来暮らしたい場所については、「自宅（アパート等）で生活したい」が７6.3%で最も高く、次いで

「施設等に入所して生活したい」（9.1%）、「グループホームなどを利用したい」（5.5%）、の順とな

っています。 

令和２年度調査と比較すると、「自宅（アパート等）で生活したい」がやや高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

④介助が必要かどうか 

介助が必要かどうかについては、「ある」が３8.4％、「ない」が５5.4％となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、療育手帳所持者で「ある」が他の手帳所持者と比較して高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤主な介助者の年齢 

主な介助者の年齢は、「６０代」が２6.6%と最も高く、次いで「７０代」（22.9%）、「50 代」

（20.5%）等の順となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳では「７０代」がやや高く、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳所持者では「６０代」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.4

35.5

58.2

37.0

55.4

57.8

34.6

57.7

6.2

6.8

7.2

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,031)

身体(n=753)

療育(n=153)

精神(n=189)

ある ない 無回答

76.3

73.6

5.5

5.7

9.1

10.1

1.6

2.7

7.4

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度

(n=1,031)

令和２年度

(n=1,005)

自宅（アパート等）で生活したい グループホームなどを利用したい

施設等に入所して生活したい その他

無回答

【将来暮らしたい場所】 

【介助が必要かどうか】 

【主な介助者の年齢】 

0.3

0.5

0.9

0.9

1.4

1.7

3.1

3.2

5.1

5.2

5.0

9.5

3.4

20.5

17.3

29.7

20.3

26.6

23.2

33.8

28.8

22.9

23.6

14.9

23.7

12.5

16.4

2.7

11.9

8.0

10.0

8.1

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=327)

身体(n=220)

療育(n=74)

精神(n=59)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 無回答
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⑥現在の生活で不安に感じること 

現在の生活で不安に感じることについて、「障害や健康のこと」が６2.4%、「次いで生活費のこ

と」（33.9%）、「介助や支援のこと」（22.6%）等の順となっています。 

令和２年度と比較すると、「障害や健康のこと」では、３．８ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦将来に対して不安に感じること 

将来に対して不安に感じることについては、「同居の家族がいなくなった時、一人で暮らせるか」が

49.8%と最も高く、次いで「生活費の確保はできるか」（35.0%）、「災害時に支援を受けられるか」

（25.4%）等の順となっています。 

前回と比較したところ、「働く場はあるか」、「生活費の確保はできるか」がやや高くなっており、一

方、「特に不安なことはない」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

【現在の生活で不安に感じること】 

62.4％

33.9％

22.6％

19.7％

14.5％

12.3％

7.3％

4.0％

0.3％

4.4％

4.1％

58.6％

31.3％

21.4％

20.8％

13.1％

10.5％

5.4％

4.1％

0.4％

3.9％

5.9％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

障害や健康のこと

生活費のこと

介助や支援のこと

特に不安なことはない

住宅・生活の場所のこと

就職 ・仕事のこと

趣味や余暇のこと

結婚・育児のこと

進学・学校生活のこと

その他

無回答

令和５年度(n=1,031) 令和２年度(n=1,005)

【将来に対して不安に感じること】 

49.8％

35.0％

25.4％

25.2％

22.5％

14.4％

13.2％

13.2％

12.9％

6.3％

4.1％

4.7％

50.0％

33.4％

26.6％

24.9％

22.6％

16.3％

10.2％

14.3％

12.3％

6.2％

3.5％

5.5％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

同居の家族がいなくなった時、一人で暮らせるか

生活費の確保はできるか

災害時に支援を受けられるか

日常の介助者は確保できるか

希望する施設に入所できるか

特に不安なことはない

働く場はあるか

必要な医療や機能訓練が受けられるか

住宅は確保できるか

結婚できるか

その他

無回答

令和５年度(n=1,031) 令和２年度(n=1,005)
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⑧今後必要なこと 

今後のために必要なことについては、「いざという時に施設に入れること」が３7.0%と最も高く、次

いで「病院や診療所が近くにあること」（36.0%）、「経済的な負担の軽減」（33.4%）、「収入が確

保できること」（31.0%）、「必要な在宅サービスを受けられること」（24.8%）等の順となっています。 

令和２年度と比較したところ、「経済的な負担の軽減」では、５．７ポイント、「収入が確保できるこ

と」では、４．１ポイント高くなっています。 

 

 

  

【今後必要なこと】 

37.0％

36.0％

33.4％

31.0％

24.8％

21.1％

17.4％

15.1％

15.0％

14.6％

13.1％

12.1％

9.7％

8.6％

7.9％

6.4％

5.2％

4.3％

3.5％

2.2％

7.9％

37.5％

35.5％

27.7％

26.9％

21.9％

20.5％

14.9％

12.3％

13.6％

12.8％

12.0％

11.2％

11.0％

9.1％

6.7％

4.6％

2.9％

5.0％

3.9％

1.5％

10.1％

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％

いざという時に施設に入れること

病院や診療所が近くにあること

経済的な負担の軽減

収入が確保できること

必要な在宅サービスを受けられること

在宅で医療ケア等が適切に受けられること

家族の理解

働く場所があること

地域の人の障害のある人への理解

通所施設や日中の居場所が近くにあること

入居できるグループホーム等が近くにあること

相談対応等の充実

特に必要だと思うことはない

コミュニケーションについての支援

住まいを契約する時の保証人

公営住宅の優先入居

民間住宅に入居しやすくなること

生活訓練などの充実

異性と出会う機会

その他

無回答

令和５年度(n=1,031) 令和２年度(n=1,005)
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⑨外出 

外出の目的については、「買い物に行く」が７1.5%と最も高く、次いで「医療機関への受診、リハビ

リ、デイケア」（57.5%）、「通勤・通学・通所」（32.2%）等の順となっていますが、外出時に困る事につ

いては、「公共交通機関が少ない（ない）」が２7.9%と最も高く、次いで「困った時にどうすればいいの

か心配」（20.6%）、「道路や駅に階段や段差が多い」（17.2%）等の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩バリアフリー化 

道路や公共交通機関のバリアフリー化については、「ここ数年（５年程度）でみると改善したと感じ

ているが、まだまだ改善の余地はあると思う」が３3.5％と最も高く、「ここ数年（５年程度）でみるとあ

まり改善したとは思えない」（21.9%）、「ここ数年（５年程度）でみるとかなり改善したと感じている」

（11.4%）、「ここ数年（５年程度）ではまったく改善していない」（4.9%）の順となっています。 

  

  

【外出時に困ること】 

27.9％

20.6％

17.2％

15.3％

14.3％

13.4％

12.3％

8.4％

6.8％

4.5％

14.8％

16.6％

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

公共交通機関が少ない（ない）

困った時にどうすればいいのか心配

道路や駅に階段や段差が多い

発作など突然の身体の変化が心配

外出にお金がかかる

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーターなど）

列車やバスの乗り降りが困難

周囲の目が気になる

切符の買い方や乗換えの方法が分かりにくい

介助者が確保できない

その他

無回答 (n=883)

11.4

11.3

10.5

14.8

33.5

33.9

33.3

28.0

21.9

21.8

17.6

24.3

4.9

4.6

6.5

5.8

28.2

28.4

32.0

27.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,031)

身体(n=753)

療育(n=153)

精神(n=189)

ここ数年（５年程度）でみるとかなり改善したと感じている

ここ数年（５年程度）でみると改善したと感じているが、まだまだ改善の余地はあると思う

ここ数年（５年程度）でみるとあまり改善したとは思えない

ここ数年（５年程度）ではまったく改善していない

無回答

【道路や公共交通機関のバリアフリー化について】 
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⑪障害福祉サービスの利用意向 

障害福祉サービスの利用意向については、㉝タクシー料金利用助成が 42.2%と最も高く、次い 

で、⑯相談支援（33.6％）、㉖日常生活用具・住宅改修の給付（33.1％）、㉕補装具の交付・修 

理（23.2％）等の順となっています。 

 

  

【サービスの利用意向】 

19.0

8.8

11.5

10.6

8.3

23.1

21.1

10.6

15.4

7.5

11.5

7.0

14.0

19.2

17.1

33.6

4.5

3.0

2.4

2.2

2.6

2.0

1.8

2.4

23.2

33.1

22.7

15.6

11.4

15.4

9.8

13.2

42.2

9.5

3.0

5.3

17.8

23.5

22.4

21.6

23.9

19.3

20.0

21.4

22.2

30.3

29.0

30.5

23.0

20.6

20.2

12.7

36.7

36.9

37.4

37.4

38.1

37.0

37.6

37.1

20.8

17.2

18.9

20.6

26.0

21.6

30.7

27.0

12.6

27.0

32.7

31.0

63.2

67.7

66.1

67.7

67.8

57.5

58.9

67.9

62.4

62.2

59.6

62.5

62.9

60.3

62.6

53.7

58.8

60.1

60.2

60.4

59.3

61.1

60.7

60.5

56.0

49.7

58.4

63.8

62.6

63.0

59.5

59.8

45.3

63.5

64.3

63.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①居宅介護(n=579)

②重度訪問介護(n=558)

③同行援護(n=558)

④行動援護(n=555)

⑤重度障害者等包括支援(n=543)

⑥短期入所（ショートステイ）(n=579)

⑦生活介護(n=569)

⑧ 療養介護(n=555)

⑨ 自立訓練（機能訓練、生活訓練）(n=559)

⑩ 就労移行支援(n=547)

⑪ 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）(n=549)

⑫ 就労定着支援(n=541)

⑬ 共同生活援助（グループホーム）(n=564)

⑭ 施設入所支援(n=569)

⑮ 自立生活援助(n=554)

⑯ 相談支援(n=568)

⑰ 障害児相談支援(n=469)

⑱ 児童発達支援(n=461)

⑲ 医療型児童発達支援(n=457)

⑳ 居宅訪問型児童発達支援(n=457)

㉑ 放課後等デイサービス(n=457)

㉒ 保育所等訪問支援(n=457)

㉓ 福祉型児童入所支援(n=455)

㉔ 医療型児童入所支援(n=456)

㉕ 補装具の交付・修理(n=505)

㉖ 日常生活用具・住宅改修の給付(n=523)

㉗ 移動支援(n=519)

㉘ 地域活動支援センター(n=505)

㉙ 訪問入浴サービス(n=508)

㉚日中一時支援(n=505)

㉛自動車運転免許取得助成(n=501)

㉜自動車改造費助成(n=500)

㉝タクシー料金利用助成(n=548)

㉞身体障害者福祉センター講座(n=507)

㉟点字・声の広報（CD版）(n=496)

㊱意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者の派遣）(n=493)

利用したい 利用したくない わからない

利用意向【全体】

（無回答は省く）
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⑫制度やサービス等を利用して不満に思うこと 

制度やサービス等を利用して不満に思うことについては、「サービス内容に関する情報が少ない」

が 34.8％と最も高く、次いで「相談や手続きに時間がかかり面倒」（30.0%）、「身近なところを利

用できない」（20.3%）、「サービス内容が障害に合っていない」「利用したい日・時間に利用できな

い」「利用回数・時間等に制限がある」（それぞれ 18.1%）等の順となっています。 

 

 

 

  

34.8％

30.0％

20.3％

18.1％

18.1％

18.1％

14.1％

12.8％

12.3％

11.5％

9.7％

8.4％

8.4％

7.9％

7.5％

6.6％

16.3％

5.7％

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

サービス内容に関する情報が少ない

相談や手続きに時間がかかり面倒

身近なところを利用できない

サービス内容が障害に合っていない

利用したい日・時間に利用できない

利用回数・時間等に制限がある

事業所等の担当者の知識や経験が不足している

障害支援区分の認定に疑問がある

本人や家族の意向を尊重してもらえない

プライバシー等の配慮に欠けている

利用料が高い

急な変更に応じてもらえない

事業所等の担当者の対応が良くない

他の利用者との相性を配慮してもらえない

事業所等の担当者がよく変わる

建物や設備が障 害特性に配慮されていない

その他

無回答 (n=227)

【制度やサービス等を利用して不満に思うこと】 
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⑬働くために必要だと思うこと 

働くために必要なことについては、「健康状態に合わせた働き方ができること」が３0.4%と最も高

く、次いで「近くに働く場所があること」（28.9％）、「障害のある人に適した仕事であること」

（28.8%）、「事業主や職場の人たちが障害のある人について十分理解していること」（17.9%）、

「自宅で働けること」（17.5%）等の順となっています。 

 

 

 

  

30.4％

28.9％

28.8％

17.9％

17.5％

14.1％

13.9％

11.3％

10.7％

10.5％

10.4％

8.1％

7.8％

5.9％

4.4％

3.1％

4.2％

35.9％

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

健康状態に合わせた働き方ができること

近くに働く場所があること

障害のある人に適した仕事であること

事業主や職場の人たちが障害の

ある人について十分理解していること

自宅で働けること

職場で長期間にわたって

勤務ができるよう支援してくれること

仕事の場をあっせんしたり、

相談できる場所があること

わからない

職場の施設や設備が障 害のある人にも

利用できるように配慮されていること

民間企業がもっと積極的に雇用すること

公的機関がもっと積極的に雇用すること

障害のある仲間と一緒に働けること

技能・知識の習得を援助する施設が充実していること

（職業準備訓練や職場実習が充実していることも含む）

職場での介助制度が充実していること

自営業を希望する人への支援を充実させること

介助者と一緒に働けること

その他

無回答

(n=1,031)

【働くために必要だと思うこと】 
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⑭障害者・児の人権をまもるために重要だと思うこと 

障害者・児の人権をまもるために重要なことについては、「障害のある人もない人もともに暮らす社

会が推進されること」が５4.5%で最も高く、次いで「障害者・児を支援するサービスが充実していく

こと」（37.2%）、「障害者・児の相談先が充実すること」（27.4%）等の順となっています。 

令和２年度と比較したところ、全体で増加傾向にあり、特に「障害者・児を支援するサービスが充実

していくこと」では３.7 ポイント、「障害のある人もない人もともに暮らす社会が推進されること」が３.4

ポイント増加しています。 

 

 

  

【障害者・児の人権をまもるために重要だと思うこと】 

54.5％

21.0％

37.2％

14.7％

17.7％

13.2％

27.4％

14.0％

2.5％

17.3％

51.1％

19.1％

33.5％

14.6％

17.5％

13.6％

26.4％

16.0％

1.4％

21.5％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

障害のある人もない人もともに

暮らす社会が推進されること

様々な場面で障害者・児が

参画できる場面が増えること

障害者・児を支援するサービスが

充実していくこと

成年後見制度等権利擁護のための

法律・制度が充実していくこと

障害者・児の立場で思いを

代弁してくれる人が増えること

障害者・児と障害者の団体が

力をつけていくこと

障害者・児の相談先が

充実すること

わからない

その他

無回答

令和５年度(n=1,031) 令和２年度(1,005)
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⑮火事や地震などの災害時に不安なこと 

災害に遭った時にどういうことで不安を感じるかについては、「治療の継続や薬の確保ができるか」

が４4.5％と最も高く、次いで「一人で避難できるか」（42.3％）、「情報が手に入るか」（29.7％）、

「集団生活になじめるか」（28.7％）、「外出先から自宅に帰れるか」（26.8％）等の順となっていま

す。 

 

 

  

44.5％

42.3％

29.7％

28.7％

26.8％

20.0％

15.8％

12.4％

8.3％

3.4％

11.6％

0% 10% 20% 30% 40% 50%

治療の継続や薬の確保ができるか

一人で避難できるか

情報が手に入るか

集団生活になじめるか

外出先から自宅に帰れるか

どこに避難すればよいか

特殊な医療機器やストーマ装具

（蓄便袋・蓄尿袋・オムツ等）が手に入るか

避難所がバリアフリーか

特に不安は感じない

その他

無回答
(n=1,031)

【災害時に不安なこと】 
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⑯障害者・児のために市が積極的にすすめるべき施策 

障害者・児のために市が積極的にすすめるべき施策については、「福祉制度利用のための情報提

供」が４0.2％と最も高く、次いで「緊急時や災害時の安全の確保」（39.2％）、「医療機関との連携

をすすめる」（34.1％）、「障害に配慮した安心・安全な住まいの確保」（31.3％）、「相談支援事業

所を増やしたり、総合的な相談ができるようにする」（27.1％）等の順となっています。 

 

  

40.2％

39.2％

34.1％

31.3％

27.1％

25.7％

23.3％

23.1％

20.6％

19.3％

16.8％

13.8％

13.6％

12.1％

12.0％

10.7％

10.5％

2.0％

10.8％

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

福祉制度利用のための情報提供

緊急時や災害時の安全の確保

医療機関との連携をすすめる

障害に配慮した安心・安全な住まいの確保

相談支援事業所を増やしたり、

総合的な相談ができるようにする

地域で自立した生活ができるような支援

道路や公共施設のバリアフリー化の推進

差別解消のための啓発や広報

障害者・児が地域で生活するための

施設の確保

就労機会の拡大や就 労継続のための支援

障害の早期発見や予防のための取組

地域の行事や催し物へ障害者・児が

参加しやすいようにする

社会参加のための移動の支援

ボランティアの育成の強化

講座やスポーツなどに触れたり

学んだりする機会を増やす

学校生活での介助や学習活動の支援

特にない

その他

無回答 (n=1,031)

【障害者・児のために市が積極的にすすめるべき施策】 
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（2）障害児アンケート 

①発達障害の診断の有無 

発達障害の診断の有無については、「ある」が 76.2%、「ない」が 23.0%となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、「ある」が精神障害者保健福祉手帳所持者では 95.8%、療育手

帳所持者では 73.8%と高くなっています。 

 

②将来暮らしたい場所 

将来暮らしたい場所については、「自宅（アパート等）で生活したい」が 58.9%で最も高く、次い

で「グループホームなどを利用したい」（14.9%）、「施設に入所して生活したい」（12.9％）等の順

となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、全ての障害者手帳所持者で「自宅（アパート等）で生活したい」

が最も高くなっており、身体障害者手帳所持者では「施設に入所して生活したい」が、療育手帳所持

者では「グループホームなどを利用したい」が他の手帳所持者と比べて高くなっています。 

  

 

  

【発達障害の診断の有無】 

 

 

 76.2

40.0

73.8

95.8

23.0

57.8

25.1

4.2

0.8

2.2

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=248)

身体（n=45)

療育(n=191)

精神(n=24)

１．ある ２．ない 無回答

【将来暮らしたい場所】 

 

 

 
58.9

46.7

51.8

79.2

14.9

13.3

18.3

4.2

12.9

31.1

16.2

8.3

4.0

4.4

4.2

9.3

4.4

9.4

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=248)

身体（n=45)

療育(n=191)

精神(n=24)

自宅（アパート等）で生活したい グループホームなどを利用したい 施設等に入所して生活したい

その他 無回答
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③将来に対して不安に感じること 

将来に対して不安に感じることについては、「同居の家族がいなくなった時、一人で暮らせるか」が

73.0%と最も高く、次いで「働く場はあるか」（62.1%）、「生活費の確保はできるか」（56.9%）等

の順となっています。 

前回と比較したところ、高くなっているものについては、「同居の家族がいなくなった時、一人で暮ら

せるか」「日常の介助者は確保できるか」「住宅は確保できるか」「生活費の確保はできるか」「必要

な医療や機能訓練が受けられるか」「希望する施設に入所できるか」「災害時に支援を受けられる

か」となっています。 

 

 

（単位：％） 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

同
居
の
家
族
が
い
な
く
な
っ
た
時
、 

一
人
で
暮
ら
せ
る
か 

日
常
の
介
助
者
は
確
保
で
き
る
か 

住
宅
は
確
保
で
き
る
か 

働
く
場
は
あ
る
か 

生
活
費
の
確
保
は
で
き
る
か 

結
婚
で
き
る
か 

必
要
な
医
療
や
機
能
訓
練
が
受
け 

ら
れ
る
か 

希
望
す
る
施
設
に
入
所
で
き
る
か 

災
害
時
に
支
援
を
受
け
ら
れ
る
か 

そ
の
他 

特
に
不
安
な
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

全体 

今回 248 73.0 41.9 29.8 62.1 56.9 18.1 25.0 37.5 42.7 3.2 4.8 4.0 

前回 280 68.2 33.6 25.0 63.2 55.7 23.9 22.9 29.3 40.0 6.4 8.6 3.9 

身体障害者 

手帳所持者 
今回 45 66.7 73.3 37.8 42.2 57.8 8.9 53.3 64.4 75.6 4.4 2.2 0.0 

療育手帳 

所持者 
今回 191 77.0 48.2 34.0 62.3 60.7 17.8 27.2 45.5 47.1 2.6 2.6 3.7 

精神障害者 
保健福祉手帳 

所持者 
今回 24 79.2 16.7 20.8 70.8 50.0 33.3 20.8 16.7 29.2 4.2 8.3 0.0 

 

  

【将来に対して不安に感じること】 
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（3）団体アンケート調査 

本調査は、令和５年１１月、障害者団体に記述式のアンケートを行い、回答をいただきました。 

 ①日頃の活動に関しての課題や支障 

・送迎ボランティアの不足。 

・若い世代の会員が少ないこと。その結果、年齢の高い層の割合が多くなり、各種イベントへの参 

加率が低迷している。 

・活動予算が少ないこと。バス旅行などのレクリエーションや勉強会を開催する上でやりくりが大変 

で苦労している。 

・育成会会員同士のコミュニケーション、情報交換が少ない。その結果、会員の困りごとが明らかに 

なりにくい。 

・ガイドボランティアが少ないため参加したくてもしづらく行動が不便です。 

・コロナ社会に対応するためのオンラインや IT 社会に対して団体としてどうするべきか考えたとこ 

ろ、対面による集いの方が生き生きと手話言語で話せることから、そういった環境がとても大切だ 

と思います。 

 

②障害児・者が住み慣れた地域で暮らし続けるために課題と感じることや、行政として支援が必要で

あると感じること 

・外出時のガイドヘルパー、ボランティア不足している。行政としてガイドヘルパー育成、ボランティ 

ア参加の促しを行って欲しい。 

・市が障がい者を地域で育てていくという意識が希薄であること。障がい者が地域で困っていると 

き、手を差しのべる市民がどれだけいるか不安である。ただ、障がい者側（特に保護者）も積極的 

に地域に参加する意識をもつことも必要。 

 

③障害者差別解消法に定める「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」、障害者虐待

をはじめとする障害児・者の権利擁護に関して、貴事業所が課題と感じること 

・内容が分かりづらく、各関係機関でも、理解している事業者も少なくなく不当な扱いを受けている 

実状もあるのではないかと思う 

・障がい者の虐待問題は、後を経たない。障がい児の生育において、保護者が虐待をしているかど 

うか、見つけ出す施策が必要であると感じている。 

・障がい者にも成人には選挙権があるが、十分に権利を行使しているか疑問に思っている。行政側 

が積極的に障がい者に働きかけているだろうか。 
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（4）事業所アンケート調査 

本調査は、令和５年１０月、サービス事業所に記述式のアンケートを行い、７１事業所から回答をい

ただきました。 

 ①サービス提供の状況 

サービス提供の状況については、「サービス需要量とサービス提供量のバランスが取れている」

が２８．２％と最も高く、次いで「職員数が不足しており、サービス提供量に余裕がない」（２５．４％）、

「利用者数が少なく、サービス提供量に余裕がある」（２３．９％）の順となっています。 

 

 ②離職者の主な理由（離職があった事業所） 

離職理由については、「家族などの事情」「他職種への転職」がそれぞれ３５．９％と最も高く、次

いで「職場の人間関係」（２５．６％）、「精神的に体調を崩した」（１７．９％）等の順となっています。 

 ③経営について 

施設・事業所の経営については、「従事者の人員確保が困難」「事務量が増大している」が５２．

１％と最も高く、次いで「職員の研修、育成を行う時間が少ない」（３５．２％）、「事業単価が低く経

営が困難」（３１．０％）、「施設整備などの資金繰りが困難」（１８．３％）等の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

【サービス提供の状況】 

25.4 23.9 28.2 22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=71

職員数が不足しており、サービス提供量に余裕がない 利用者数が少なく、サービス提供量に余裕がある

サービス需要量とサービス提供量のバランスが取れている 無回答

【離職理由】 

35.9%

35.9%

25.6%

17.9%

15.4%

10.3%

10.3%

5.1%

20.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

家族などの事情

他職種への転職

職場の人間関係

精神的に体調を崩した

身体的に体調を崩した

給料の問題

労働条件（残業代・休日出勤の増加・休みが取れないなど）

定年退職

その他 (n=39)

【経営について】 

52.1%

52.1%

35.2%

31.0%

18.3%

15.5%

9.9%

8.5%

8.5%

7.0%

4.2%

4.2%

5.6%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

従事者の人員確保が困難

事務量が増大している

職員の研修、育成を行う時間が少ない

事業単価が低く経営が困難

施設整備などの資金繰りが困難

サービス内容や質の安定、向上を図ることが困難

職員の給与の据え置きが続いている

労働条件などにより職員の退職がある

特にない

工賃確保のための事業拡大・新規事業の立ち上げ

利用者の退所や利用抑制がある

市民、近隣住民の理解を得るのに苦労している

その他

無回答 (n=71)
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 ④今後の事業展開について、定員増員や新規参入を困難にする要因 

定員増員や新規参入を困難にする要因については、「職員の確保が困難である」が７０．４％と

最も高く、次いで「報酬単価が低く、採算性に不安がある」（３３．８％）、「事業提供場所（土地や建

物）の確保が困難である」（３１．０％）、「現状で利用者が確保できていないので、定員増や新規

参入は難しい」 （１９．７％）等の順となっています。 

 

⑤改善したい経営上の課題 

改善したい経営上の課題については、「支援員の確保」が６７．６％と最も高く、次いで「職員の

資質向上」（５６．３％）、「サービスの内容や質の向上」（５２．１％）、「利用者の確保」（４６．５％）

等の順となっています。 

 

⑥実施している防災対策 

防災対策については、「防災対策を文書として定めている」が７７．５％と最も高く、次いで「発災

時に、利用者を安全に避難させる対策を立てている」（６９．０％）、「災害用備品を備蓄している」

（６７．６％）、「利用者の安否確認の方法を決めている」（４６．５％）の順となっています。 

【定員増員や新規参入を困難にする要因について】 

70.4%

33.8%

31.0%

19.7%

16.9%

7.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

職員の確保が困難である

報酬単価が低く、採算性に不安がある

事業の提供場所（土地や建物）の確保が困難である

現状で利用者が確保できていないので、定員増や新規参入は難しい

現状の規模を保つことができればよく、事業を拡大する意向がない

その他

無回答 (n=71)

【改善したい経営上の課題】 

67.6%

56.3%

52.1%

46.5%

43.7%

38.0%

33.8%

23.9%

16.9%

14.1%

14.1%

14.1%

7.0%

2.8%

2.8%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

支援員の確保

職員の資質向上

サービスの内容や質の向上

利用者の確保

報酬単価の低さ

施設・設備の改善

事務作業量増大への対応

市等関係機関との連携

事業運営のための情報の入手

事務職員の確保

労働条件の改善

経営ノウハウの習得

市民、近隣住民の理解

特に経営上の課題はない

その他

無回答 (n=71)

【防災対策】 

77.5%

69.0%

67.6%

46.5%

0.0%

5.6%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

防災対策を文書として定めている

発災時に、利用者を安全に避難させる対策を立てている

災害用備品を備蓄している

利用者の安否確認の方法を決めている

特に実施していない

その他

無回答 (n=71)
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6 現行計画の評価 

（１）評価の方法 

本評価は、西尾市障害者計画（令和６年度～）策定の基礎資料とするために、現行の西尾市障害

者計画の基本方針ごと、それぞれに位置付けられている施策について、施策ごとに、「達成度の％」、

「次期計画に向けて、考えられる課題や必要な取組」、「拡充」、「維持」、「効率化・統合」、「休・廃

止」の方向について、評価基準日を令和６年３月 31 日（令和５年度終了）時点として、担当課の職

員が評価を行ったものです。 

●７つの基本目標 

基本目標１ 地域が一体となって共に理解する“まち” 

基本目標２ 共に助けあい支えあう“まち” 

基本目標３ 地域の社会活動に参加できる“まち” 

基本目標４ 住み慣れた地域で健やかに暮らせる“まち” 

基本目標５ 地域の協力で育つ“まち” 

基本目標６ 一人ひとりが生き生きと活躍する“まち” 

基本目標７ 安心安全ですべての人にやさしい“まち” 

（2）全体の評価結果 

先述の評価の基準で、達成度の％を評価点として、主な事業・取組ごとの採点を行い、集計した結

果、計画全体の評価点は 86.8 点となっています。 

また、主な基本目標ごとの評価点は、基本目標１ 地域が一体となって共に理解する“まち”が

89.7 点、基本目標２ 共に助けあい支えあう“まち”が 98.3 点、基本目標３ 地域の社会活動に参

加できる“まち”が 97.2 点、基本目標４ 住み慣れた地域で健やかに暮らせる“まち”が 93.2 点、

基本目標５ 地域の協力で育つ“まち”が 78.4 点、基本目標６ 一人ひとりが生き生きと活躍する

“まち”が 89.3 点、基本目標７ 安心安全ですべての人にやさしい“まち”が 81.3 点となっていま

す。 
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●計画内容ごとの評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※全体として結果は順調ととらえられますが、 

基本目標５ 地域の協力で育つ“まち”では、「障害のある子どもの保護者の支援、障害や発達

程度にあわせた障害児保育の推進」「保育園との交流保育、障害のある児童とない児童が共に

参加できる講座や教室等の開催」、「保育園、幼稚園、小学校間の円滑な移行を確保するため

の個別支援体制の充実」など、 

基本目標７ 安心安全ですべての人にやさしい“まち”では、「高齢者の福祉避難所設置、公共

施設のバリアフリー化」などについての評価が低くなっており、今後の対策を検討する必要があ

ります。 

（3）今後の方向 

主な取組ごとの今後の方向では、「完了」が１、「このまま継続」が 103、「見直して継続」が 11、

「中止」が２、「事業廃止」が２となっています。 

●施策ごとの方向 

                          施策の方向 

基本目標 
「完了」 

「このま

ま継続」 

「見直し

て継続」 
「中止」 

「事業 

廃止」 
計 

１ 地域が一体となって共に理解する“まち” 0 13 4 0 0 17 

２ 共に助けあい支えあう“まち” 0 14 1 0 0 15 

３ 地域の社会活動に参加できる“まち” 1 6 0 0 0 7 

４ 住み慣れた地域で健やかに暮らせる“まち” 0 10 1 0 0 11 

５ 地域の協力で育つ“まち” 0 20 1 0 1 22 

６ 一人ひとりが生き生きと活躍する“まち” 0 7 0 0 0 7 

７ 安心安全ですべての人にやさしい“まち” 0 33 4 2 1 40 

計 1 103 11 2 2 119 

  

89.7 

98.3 

97.2 

93.2 

78.4 

89.3 

81.3 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 地域が一体となって共

に理解する“まち”

2 共に助けあい支えあう

“まち”

3 地域の社会活動に参

加できる“まち”

4 住み慣れた地域で健

やかに暮らせる“まち”

5 地域の協力で育つ“ま

ち”

6 一人ひとりが生き生き

と活躍する“まち”

7 安心安全ですべての

人にやさしい“まち”
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7 障害者施策の課題 

障害者福祉計画の策定に当たり、障害者手帳をお持ちの方へのアンケート調査をはじめ、団体ア

ンケート調査や事業所アンケート調査を実施した結果、障害の種類や年齢等によって様々な課題が

あることがわかりました。また、職員による現在の計画の評価や西尾市地域自立支援協議会での議

論も踏まえた結果、とりわけ次のようなものが課題であると考えられます。 

 

●生活上の不安 

現在の生活で不安に感じることについて、「障害や健康のこと」が６2.4%、次いで「生活費のこと」

（33.9%）、「介助や支援のこと」（22.6%）等の順となっており、将来に対して不安に感じることにつ

いては、「同居の家族がいなくなった時、一人で暮らせるか」が 49.8%と最も高く、次いで「生活費の

確保はできるか」（35.0%）等となっています。 

現在も、将来も安心して地域で生活できるように障害福祉サービス等を充実させていくとともに、

グループホームをはじめとした障害の特性に適した住まいの充実が求められています。 

 

●情報発信と相談の重要性 

制度やサービス等を利用して不満に思うことについては、「サービス内容に関する情報が少ない」

が 34.8％と最も高く、次いで「相談や手続きに時間がかかり面倒」（30.0%）、「身近なところを利

用できない」（20.3%）となっており、障害の種類や年齢に応じた相談はどこで受けられるのか、身近

なところで相談が受けたい、などの意見が聞かれます。最近では、年代によって情報の取得方法も異

なっています。これまでのような広報紙やホームページによる情報発信に加えて、デジタル化も活用し

ながら、多様な手段による、年齢や受け手に応じた情報発信と相談体制を確保していくことが必要だ

と考えられます。また、心のバリアフリーの実現を目指して、障害と障害者への地域の理解を深めるた

めの啓発活動が求められています。 

 

●地域でともに暮らしていける環境整備 

障害者へ地域の情報を周知し、催しやまちづくりへの参加を促進したり、生涯にわたる学びや文

化・スポーツ活動の場を確保し、主体的な人間形成を支援していくことが必要です。 

障害に対する誤解や偏見、理解のない行動などが、障害のある人の気持ちを傷つけたり、時として

社会参加を阻むことがあります。 

“認めあう、支えあう”といった分野での正しい知識の普及や日常的なふれあいをとおした相互理

解、催しや地域活動への一層の参画等、障害のある人とない人の共生の実現が求められています。 

 

●障害の早期発見と適切な支援 

障害の早期発見や早期予防に対応するため、乳幼児健康診査及び中途障害を予防する観点から

生活習慣病等の各種健康診査において医療機関との連携の強化が求められています。 

身近な地域で、関係機関が互いに連携して、個々の障害の特性に応じた継続性のある支援を行っ

ていく必要があります。 
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●家族の負担の軽減 

家族だけで障害者の介護等を行っていたりする場合、介護者の高齢化もあり、さらには、自分が年

老いた後の子どもの生活に対する不安など、家族の介護疲れや心労も伺える状態です。 

障害者本人に対する支援と同時に、家族の不安を解消するような相談支援やレスパイトケアサー

ビス、医療的ケアを必要とする児童とその家族への支援等の充実が必要です。 

 

●多様な働き方の確保 

事業所や企業にもっと障害者の能力を理解してほしい、働きはじめてもなかなか環境になじめず長

続きしない、障害に応じて働く時間への配慮や賃金などを含む様々な働き方ができたらいいのに等、

働くことができず生活に困っている人がいます。 

職業訓練のほか、事業所と障害者双方への相談支援や、就職後の継続的な職場支援など福祉、

労働、教育分野が連携してきめ細かに対応を図っていく必要があります。 

 

●自由に行ける場所の確保や災害時の避難や避難場所の不安 

買い物や楽しみのために出かけたいという要望は高くなっています。地域には障害のある人がいる

という認識を持って市民みんなで、より一層、障害者の視点でまちづくりを進める必要があります。 

また、災害に対する適時・適切な情報提供、避難の方法や障害に合った避難所の配慮など災害に

対する不安も見えています。これらの不安に適切に対処していくことが必要です。 

障害者の権利擁護に関しては、障害のある人とない人がお互いを理解し、ともに暮らす社会の実

現を目指して、差別解消等の取組を推進することが必要です。 

 

こうした様々な課題を解決するため、障害者計画において７つの基本目標を設定し、障害福祉計

画、障害児福祉計画において障害福祉サービス等の目標と見込量確保のための方策を設定します。 

この計画を関係機関や市民すべての方々に理解してもらうような普及や、障害のある当事者の方

にも計画の進捗管理に参画してもらうなど、これから実効性を持って進めていく必要があります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画 
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第３章 障害者福祉の基本的な考え方 

１ 障害者施策の基本理念 

西尾市においては「健康をつなげ 幸せがつながるまち」を基本目標に、「障害者一人ひとりの個

性が尊重され、住み慣れた地域で健やかに暮らせるまち」づくりを障害者施策として推進してきまし

た。 

障害のあるなしにかかわらず、市民一人ひとりの人格と個性を尊重する「共生社会」の実現に向

け、本計画において、「一人ひとりを大切に、住み慣れた地域で健やかに暮らせるまち 西尾」を基本

理念とするものとします。 

 

 

《西尾市障害者施策の基本理念》 

 

 

 

 

 

  

一人ひとりを大切に、住み慣れた地域で健やかに 

暮らせるまち 西尾 
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2 基本目標の設定 

基本理念を実現するために、７つの基本目標を設定し、施策・事業を推進していきます。 

基本目標１：安心して暮らせる“まち”～生活支援～ 

【目指す方向性】 

▶各種支援制度の周知に努め、適切な福祉サービスが利用できる地域づくりを進めます。 

▶障害の特性に配慮した安心・安全な住まいの確保のために、西尾市地域自立支援協議

会や関係各課との連携を図ります。 

 

基本目標 2：地域が一体となって共に理解する“まち”～ 広報・啓発・相談～  

【目指す方向性】 

▶啓発活動や広報活動並びに情報発信をより一層充実させ、障害者理解を推進するとと

もに、障害者が情報を取得する手段及び意思疎通の手段の充実に努めます。 

▶多様な障害者のニーズに対応し、総合的な相談支援ができるように体制の充実を図りま

す。 

 

基本目標３：地域の社会活動に参加できる“まち” 

～学習・スポーツ・文化・地域社会活動～ 

【目指す方向性】 

▶障害者へ地域の情報を周知し、催しやまちづくりへの参加を促進します。 

▶生涯にわたる学びや文化・スポーツ活動の場を確保し、主体的な人間形成を支援しま

す。 

 

基本目標４：障害の早期発見と適切な支援が受けられる“まち” 

～保健・医療～ 

【目指す方向性】 

▶障害を早期に発見し適切な支援を行うため、乳幼児健康診査において、また中途障害を

予防する観点から生活習慣病等の各種健康診査において、医療機関との連携の強化を

進めます。 

▶心身の健康について理解を深め、障害を早期発見して適切な支援が受けられるよう、精

神保健福祉の充実を図ります。 
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基本目標５：地域の協力で育つ“まち”～療育・教育・子育て支援～ 

【目指す方向性】 

▶多様化する障害の状況等に対応するため、学校生活上の介助や学習活動上の支援等、

体制の強化を図ります。 

▶子ども・子育て支援計画と連携し、支援が必要な子どもたち一人ひとりに寄り添いなが

ら、支援体制の充実並びに人材・指導者の育成に取り組みます。 

 

基本目標６：一人ひとりが生き生きと活躍する“まち” 

 ～雇用・就業・経済的自立～ 

【目指す方向性】 

▶障害者を積極的に採用するとともに、全庁的に障害者就労施設等からの優先調達の推

進に取り組みます。 

▶西尾市地域自立支援協議会就労支援部会やハローワーク等の関係機関と連携し、就労

機会拡大のための取組を進めます。 

 

基本目標７：すべての人にやさしい“まち” 

～共生社会・権利擁護・差別解消・協働～ 

【目指す方向性】 

▶障害者が地域で自立して生活をしていくため、また社会参加のための移動手段の充実

に努めます。 

▶避難行動要支援者名簿を有効活用し、災害等緊急時における障害者の安全確保を図り

ます。 

▶公共施設及び公共交通機関や道路等のバリアフリー化を関係機関と連携し推進します。 

▶障害者が地域で暮らしていくために、ボランティアの育成等必要な住民サポート力の強

化に努めます。 

▶障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について、理解を深

めるための情報発信を行うとともに、成年後見制度等の権利擁護の取組を進めます。 
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3 施策の体系 

第４次障害者計画における施策の体系を次のように設定し、基本理念の実現に努めます。 

基本目標 基本施策 

基本目標１ 安心して暮らせる 

“まち” 

～生活支援～ 

 

①障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービスの推進 

②地域での生活拠点の確保と暮らしの支援 

③生活基盤の整備 

④各種手当の支給 

基本目標２ 地域が一体となって 

共に理解する“まち” 

～広報・啓発・相談～ 

①地域住民への啓発活動の推進 

②障害者向けサービスに関する情報発信の強化 

③情報発信の仕組みづくりと情報保障の支援 

④相談体制の機能強化 

基本目標３ 地域の社会活動に参 

加できる“まち” 

～学習・スポーツ・文化・地域社会

活動～ 

①生涯学習等の場の確保 

②スポーツ活動への参加促進 

③文化芸術活動への参加促進 

④障害者並びに支援団体等が取り組む地域活動の推進 

基本目標４ 障害の早期発見と適

切な支援が受けられる“まち” 

～保健・医療～ 

①障害の早期発見と支援 

②心身の健康づくり 

③医療サービスとの連携促進 

④自死（自殺）対策 

基本目標５ 地域の協力で育つ 

“まち” 

～療育・教育・子育て支援～ 

①子育ての支援と障害児保育の充実 

②療育体制の充実 

③児童・生徒への特別支援教育の充実 

④交流機会の拡大 

⑤切れ目のない支援体制の充実 

⑥医療的ケア児への支援 

基本目標６ 一人ひとりが生き生き

と活躍する“まち” 

～雇用・就業・経済的自立～ 

①障害者雇用の促進 

②就労支援の推進と障害者優先調達の推進 

基本目標７ すべての人にやさしい

“まち” 

～共生社会・権利擁護・差別解消・

協働～ 

①社会参加のための移動手段の確保 

②公共施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推

進 

③地域での支えあい活動の推進 

④職員研修の実施 

⑤災害・防災対策と安心・安全のまちづくり 

⑥差別の解消と権利擁護の推進 

⑦虐待の防止 
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第４章 障害者施策の展開 

基本目標１ 安心して暮らせる“まち” ～生活支援～ 

現状と課題 

アンケートでは、制度やサービス等を利用して不満に思うことについては、「サービス内容に関する

情報が少ない」が 34.8％と最も高く、次いで「相談や手続きに時間がかかり面倒」（30.0%）、「身

近なところを利用できない」（20.3%）となっており、障害の種類や年齢に応じた相談はどこで受けら

れるのか、身近なところで相談が受けたい、などの意見が聞かれます。 

また、保護者の相談に対して適切な助言ができていないというケースがあります。相談支援事業所

との連携強化と拡充、相談体制の強化も必要です。 

障害者対応住宅を必要とする戸数の把握、住宅入居要件を満たさなくなった際の対応について検

討する必要があります。 

障害者の数が年々増加しており、手当の対象者が増加しています。対象者の新規利用が少なく、

福祉センターの利用者が固定化する傾向にあります。西尾市内では障害者の住まいとしてグループ

ホームが増加していますが、入居者の固定化や高齢化が課題となるとともに、支援の質の向上が課

題となっています。 

目指す方向性 

▶各種支援制度の周知に努め、適切な福祉サービスが利用できる地域づくりを進めます。 

▶障害の特性に配慮した安心・安全な住まいの確保のために、西尾市地域自立支援協議会や関

係各課との連携を図ります。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①障害者総合支援法

等に基づく障害福祉サ

ービスの推進 

●障害者総合支援法に基づき障害福祉サービスを実施します。（訪問

系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、相談支援） 

●地域生活支援事業を実施します。 

●相談支援事業所の拡充と相談体制の強化を図ります。 

②地域での生活拠点の

確保と暮らしの支援 

●公営住宅建替時等の障害者対応住宅設置について検討するととも

に、障害者等の優先入居に努めます。毎年、家賃の決定通知時期に家

賃減免制度の周知を継続して行います。 

●社会福祉法人等によるグループホーム等の設置について、補助金の

活用等について案内するとともに、グループホームの確保、支援員の質

の向上に努めます。また、相談支援事業のなかで、一般住宅に入居が

困難な障害者に対して、相談・助言を実施します。 
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施  策 施策の内容 

●ごみ出し等の援助と支援の一環として、にこやか収集、粗大ごみ戸別

無料収集、し尿くみ取り手数料減免等を行います。 

●家族介護支援事業の推進として介護用品の支給等を行います。 

●介護する家族のレスパイトケアを進めます。 

③生活基盤の整備 ●総合福祉センターを今後も地域福祉の拠点として活用し、障害者福

祉の充実を図ります。 

●県の関係課と連携し、障害福祉サービス事業所の支援に努めます。 

障害福祉サービス事業者に対し、事業運営や人材育成にかかる情報

を提供します。 

●地域活動支援センターは利用者が年々増加しており、令和５年１０月

に市内２か所目となる事業所が開設しました。相談支援機能のほか、活

動内容の見直しを常に行い、創作活動や生産活動、社会適応訓練機

能の充実などを図ります。 

●地域生活支援拠点の整備については、協議会や相談支援事業所、

関係機関と連携し、機能の整備の充実や運用状況の検証・検討等に取

り組みます。 

④各種手当の支給 ●障害者に対して、特別障害者手当等を支給し、経済的支援を行いま

す。 

●障害児の保護者に対して、特別児童扶養手当等を支給し経済的支

援を行います。 

●手当の申請もれを防ぐため、広報等による周知及び福祉課との連係

を密にし、障害者手帳等の交付・異動状況の把握に努めつつ、制度の

案内の充実を図ります。 

●指定難病の医療費助成については、保健所との連携を図ります。 

 
 

主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①障害者総合支援法等に基づ

く障害福祉サービスの推進 

障害福祉サービスの推進 福祉課 

地域生活支援事業の推進 福祉課 
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施策名 事業・取組 担当課 

②地域での生活拠点の確保と

暮らしの支援 

市営住宅優先入居の推進と減免の周知 建築課 

障害者への居住支援（グループホームの設置

支援等） 
福祉課 

ごみ出し等の援助と支援 ごみ減量課 

家族介護支援事業の推進 長寿課 

③生活基盤の整備 身体障害者福祉センター（Ｂ型）の充実 福祉課 

総合福祉センターの充実 福祉課 

障害福祉サービス事業所の支援 福祉課 

地域活動支援センターの充実 福祉課 

地域生活支援拠点事業による施設整備 福祉課 

④各種手当の支給 特別障害者手当・在宅重度障害者手当・障害

者扶助料の支給 
福祉課 

特別児童扶養手当の支給 子育て支援課 
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基本目標２ 地域が一体となって共に理解する“まち” 

～広報・啓発・相談～ 

現状と課題 

内閣府が平成 2９年に実施した世論調査によると、障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の

一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目指す「共生社会」という考え方を知っているか

聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が 46.6％、「言葉だけは聞いたことがある」と答えた

者の割合が 19.6％、「知らない」と答えた者の割合が 33.7％となっています。前回調査（平成 24

年）と比べ「共生社会」の認知については徐々に高まってきていますが、さらなる継続的な啓発活動

並びに広報活動が必要な結果といえます。 

啓発活動には、障害者とその家族へ向けた取組が必要です。例えば、就学前から特別支援教育の

内容について理解できるような啓発活動や、障害の種別や程度に応じて提供されている障害福祉サ

ービスの内容を知ってもらい利用を高めていくための工夫が必要です。 

令和４年５月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が成立・施行されま

した。この法律では、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可能

な限りその障害の種類及び程度に応じた手段を選択できるようにすること、またその取得する情報

が、可能な限り障害者でない者が取得する情報と同一の内容とすること、等が基本理念とされていま

す。情報通信技術の進化やデジタル化に対応した、新たな情報発信や意思疎通の手段の検討が求

められています。 

また、市では障害者団体等との連携のもと、令和元年１２月２４日に西尾市手話言語条例を制定

し、手話言語への理解促進及びその普及並びに手話言語でコミュニケーションを取りやすい環境の

構築を目指しています。市が主催する講演会等には、聴覚障害者からの依頼の有無を問わず手話通

訳者や要約筆記者を設置し、聴覚障害者の情報を取得し、利用する手段の確保に努めていますが、

学校行事等同日に通訳依頼が重なるなどして、調整が難しくなる恐れがあるため、手話通訳ができ

る人を養成し登録者を増やしていく必要があります。 

障害者の相談支援については、利用者の増加により事業所や支援員の不足が大きな課題です。

ニーズの多様化に加え問題が複雑化してきており、総合的な支援がワンストップで可能となる基幹相

談支援センターの活用が課題です。 

目指す方向性 

▶啓発活動や広報活動並びに情報発信をより一層充実させ、障害者理解を推進するとともに、障

害者が情報を取得する手段及び意思疎通の手段の充実に努めます。 

▶多様な障害者のニーズに対応し、総合的な相談支援ができるように体制の充実を図ります。 
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施策 

 

施  策 施策の内容 

①地域住民への啓発活

動の推進 

●障害者理解の促進に向け、市内で活躍する福祉団体、ボランティア

グループが共に参加する機会を設け、交流と福祉意識の高揚を図ると

ともに、障害者理解の促進を図ります。 

●日常的に障害者に触れる機会の少ない市民に関心を持ってもらえる

ような内容を検討し、障害者理解の促進に取り組みます。 

●特別支援教育推進委員会が開催する発達障害講演会や特別支援

学級発表会などを実施することで、地域との絆を結んでいきます。また、

にしお特別支援学校や福祉関係の機関との交流を深め、特別な支援

を必要とする子どもたちにきめ細かな支援や指導が提供できるようにし

ていきます。 

●障害や特別支援教育の理解啓発の推進に向けて、特別支援教育実

践冊子「ともに学び、ともに生きる道」を作成するほか、特別支援教育

の理解を深めるため研修会、講演会を開催し啓発に努めます。特別支

援教育コーディネーターの研修会、発達障害講演会を実施します。講師

の選定について、教育現場の現状にあわせて、よりニーズの多い内容

で実施できるようにします。 

●ヘルプマークや耳マーク、身体障害者補助犬マーク等、各種シンボル

マークについて、啓発を促進します。 

②障害者向けサービス

に関する情報発信の強

化 

●障害者向けの福祉サービス、手当並びに医療費の助成等、税の減

免、サービス利用の相談や健康関連のプログラムが実施されている場

所等について、総合的に記載したパンフレット『西尾市の障害者福祉』

を引き続き作成します。作成にあたっては、障害者の意見を取り入れ、

見やすさ・わかりやすさに配慮します。障害者手帳交付時に配布・説明

を行うとともに、特に制度改正に関連する内容については、広報紙やホ

ームページ、パンフレット等により、随時周知します。 

●障害年金については、保険料未納により受給資格を喪失する場合も

あるため、納付促進や免除制度の案内・周知を続けます。 
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施  策 施策の内容 

③情報発信の仕組みづ

くりと情報保障の支援 

●障害者の情報保障については、聴覚障害者を対象に、福祉課窓口

で開庁日には毎日手話通訳者を設置しており、また、市主催の講演会

等にも手話通訳者を設置しています。 

●地域生活支援事業のコミュニケーション事業として、無料の手話通

訳者や要約筆記者を派遣しており、県外への派遣にも応じています。ま

た、市外の派遣については、愛知県聴覚障害者協会と契約し要請に応

えています。視覚障害者には、音訳による『広報にしお』の作成を、ボラ

ンティア団体の協力を得て行います。 

●不審者をはじめとした子どもたちの安全確保に関して緊急性がある

と判断した情報については、迅速に各園・校に伝達すると同時に、「きず

なネット」「すぐーる」により保護者に配信し、子どもたちの安全確保に

努めていきます。また、令和４年度からは登降園管理アプリ（hugnote)

も併用し、さらに迅速でわかりやすい情報提供に努めます。 

●手話言語条例及び障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション

施策推進法の趣旨を広く知らせるとともに、市主催の講演会等には、聴

覚障害者からの依頼の有無を問わず手話通訳者や要約筆記者を設置

し、聴覚障害者の情報保障に努めます。 

④相談体制の機能強

化 

●身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれについて相談支援

事業所にてニーズの把握と相談支援を行います。 

●地域で住民主体の見守り・生活支援体制を構築するため生活支援

体制協議体を全小学校区に設置し、地域の実情に応じた関係機関と

の連携を推進・強化します。 

●ニーズの多様化と問題の複雑化により、総合的な支援ができる基幹

相談支援センターの活用を図ります。 

  

主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①地域住民への啓発活動の推

進 

障害者理解の促進 福祉課 

各種シンボルマークを利用した啓発 福祉課 

障害や特別支援教育の理解促進の推進 
福祉課 

学校教育課 

「にしお福祉まつり」の開催 福祉課 
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施策名 事業・取組 担当課 

各種親子参加行事 保育課 

②障害者向けサービスに関す

る情報発信の強化 

障害者福祉制度の周知 福祉課 

障害年金の理解促進 保険年金課 

③情報発信の仕組みづくりと情

報保障の支援 

電子メールによる情報配信 
保育課 

学校教育課 

手話通訳による行政窓口対応 福祉課 

「広報にしお」の音訳 福祉課 

講演会等市主催事業の情報保障 福祉課 

④相談体制の機能強化 相談支援事業の充実 
福祉課 

保育課 

中途障害者の支援を行うための相談機能の強

化 

福祉課 

長寿課 
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基本目標３ 地域の社会活動に参加できる“まち” 

～学習・スポーツ・文化・地域社会活動～ 

現状と課題 

生涯学習においては、世代やその時代で求められるニーズを的確に把握し、人生を豊かにする講

座やスキルアップのための講座など、多様な講座を展開することが求められています。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーを活用した障害者スポーツへの注目が高まって

います。スポーツ推進計画における障害者スポーツの位置づけを本計画にも反映します。 

当事者団体の活動では、若い世代の会員が減少する傾向にあります。また、身体障害者福祉セン

ターの講座は、内容や参加者が固定化しており、文化レクリエーションの取組として充実することが必

要です。西尾市社会福祉協議会や地域つながり課とも連携し、ボランティア活動の啓発や活動支援

を行っていく必要があります。 

 

目指す方向性 

▶障害者へ地域の情報を周知し、催しやまちづくりへの参加を促進します。 

▶生涯にわたる学びや文化・スポーツ活動の場を確保し、主体的な人間形成を支援します。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①生涯学習等の場の確

保 

●生涯学習の講座は年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらずあらゆ

る市民が生涯を通じて「いつでも・だれでも・どこでも」自由に学ぶこと

のできる機会を提供し、「新しい自分」を発見できる学びへのチャレンジ

を応援します。障害者が主体的に参加できる学びの機会を充実します。 

●図書館利用において、障害を理由とした差別の解消に取り組み、資

料を継続購入し、点数を増やして利用向上を図ります。 

●図書館資料郵送貸出サービスを行います。 

●図書館蔵書として障害者用の図書を購入します。 

②スポーツ活動への参

加促進 

●障害者のスポーツ推進に向けて、障害者スポーツに触れる機会を用

意するとともに、その普及を図ります。 

●障害者に配慮した施設の整備として、今後新たに整備するスポーツ

施設には、スロープの設置等バリアフリー化を図っていきます。 
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施  策 施策の内容 

③文化芸術活動への参

加促進 

●障害者が文化芸術活動に関われるよう、イベントの実施を支援しま

す。 

●県の「障害者芸術活動参加促進事業」の関連イベントである障害者

アート展「あいちアール・ブリュット展」の周知を行います。 

④障害者並びに支援団

体等が取り組む地域活

動の推進 

●市民が社会参加できるまちを目指し、ボランティアをはじめとする市

民活動や各種サークル活動への参加を奨励します。 

●視覚障害者の外出支援について、及び視覚障害者と点訳・音訳・ガ

イドヘルプボランティアの意見交換をする集いの場づくりを検討します。 

 

主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①生涯学習等の場の確保 自主的な生きがい・学習活動の支援 
長寿課 

生涯学習課 

図書館資料郵送貸出事業 図書館 

障害者用図書購入事業 図書館 

②スポーツ活動への参加促進 障害者のスポーツ推進 スポーツ振興課 

障害者に配慮した施設の整備 スポーツ振興課 

③文化芸術活動への参加促進 
障害者の文化芸術活動の推進 福祉課 

④障害者並びに支援団体等が

取り組む地域活動の推進 

障害者当事者・保護者の団体の活動支援 福祉課 

地域のまちづくり活動や施設整備への障害者

の参画 
福祉課 
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基本目標４ 障害の早期発見と適切な支援が受けられる“まち” 

～保健・医療～ 

現状と課題 

乳幼児健康診査、２歳児歯科健診を実施し、疾病を早期に発見、育児に関する支援を行っていま

す。未受診者へは、家庭訪問等を実施し子どもの状況把握に努めています。また、１歳６か月児健康

診査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診査において、公認心理士等による個別相談を実施してい

ます。 

健康維持と疾病の早期発見を目的に一般健診、人間ドック、各種がん検診や歯科健診を実施して

います。さらに健康相談、健康教育を実施し、生活習慣病を予防しています。成人向けの各種健診・

検診の受診率は、少しずつ上昇していますが、目標に達していない状況です。 

障害者への助成制度として、一定の受給要件を満たすと保険診療の自己負担となる医療費を本

人に代わって支払いする制度がありますが、精神障害者の増加に伴い、医療費が年々増加していま

す。 

いのちの教育指導の手引きを参考にし、学年の発達段階に応じた実践を展開しています。 

目指す方向性 

▶障害を早期に発見し適切な支援を行うため、乳幼児健康診査において、また中途障害を予防す

る観点から生活習慣病等の各種健康診査において、医療機関との連携の強化を進めます。 

▶心身の健康について理解を深め、障害を早期発見して適切な支援が受けられるよう、精神保健 

福祉の充実を図ります。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①障害の早期発見と支

援 

●乳幼児健康診査、２歳児歯科健康診査を継続実施し、障害の早期発

見や育児支援に努めます。また、未受診者に対しては、引き続き地区担

当の保健師がフォローできる体制を強化していきます。 

●乳幼児健康診査の結果を必要に応じて他機関へつなげ、適切な支

援が受けられるよう支援していきます。また、健診の精度管理をあげて

いきます。 

●医療機関や療育機関等の関係機関との連携を密に図り、児の状態

や環境にあった適切な支援が受けられるよう支援していきます。 

●障害及び発達に遅れのある子どもの家庭に保健師が訪問し、子ども

の発達に合わせた適切な対応ができるように保育者とともに考え、保

育者に寄り添いながら支援をします。必要に応じて関係機関との調整

をしながら適切で横断的な支援に努めます。 
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施  策 施策の内容 

●保健センターでの公認心理士等専門家の相談対応により、保護者

の不安を軽減するとともに、早期療育や専門的な医療機関への受診勧

奨に努めます。 

②心身の健康づくり ●生活習慣病予防のため、今後も引き続き、健診が受けやすい体制づ

くりを整備し、受診率の向上を目指します。また、高血圧症、糖尿病の重

症化予防に努めていきます。 

●高齢者が歩いて通える場所に「まちの体操教室」「通いの場」など

が、住民主体で開設・運営できるように支援していきます。 

●西尾市の健康増進計画である「健康にしお２１計画」の指標にのっと

りながら、関係機関と連携を図り、適切な時期に保健教育ができるよう

に努めます。 

●いのちの教育指導の手引きを参考にし、学年の発達段階に応じた実

践を展開します。また、いのちの教育の推進について、外部講師の派

遣、活用をし、がん教育の推進を図っていきます。 

③医療サービスとの連

携促進 

●障害者医療費・精神障害者医療費を助成します。 

●障害者歯科診療所を設置し、重度の障害を持つ方に対しても、先生

方の高い意識と意欲で積極的に診療を行うことで、障害者及び障害児

の方が、特性にあった歯科診療ができることを広く周知し、一般の歯科

医院で治療ができない方について、各歯科医院と連携して受け入れて

いきます。 

④自死（自殺）対策 ●毎年３月の自殺対策強化月間にあわせ、自殺予防に向けた啓発を

行います。 

●ゲートキーパー（メンタルヘルス）研修の受講対象者の検討をしてい

きます。 

●様々な関係機関と情報共有を行い、効果的な普及啓発について検

討していきます。 
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主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①障害の早期発見と支援 乳幼児健康診査 健康課 

訪問指導 健康課 

障害の早期発見体制の強化 健康課 

②心身の健康づくり 生活習慣病の予防 健康課 

一般介護予防事業の実施 長寿課 

学校保健、思春期保健の充実 
健康課 

学校教育課 

③医療サービスとの連携促進 障害者医療費・精神障害者医療費の助成 保険年金課 

後期高齢者福祉医療費の助成 保険年金課 

障害者歯科診療所の設置 健康課 

④自死（自殺）対策 自殺予防に向けた啓発 健康課 

 

  



57 

 

 

基本目標５ 地域の協力で育つ“まち”～療育・教育・子育て支援～ 

現状と課題 

保育所と家庭との生活状況を伝え合い、保護者の悩みや不安を理解していくことで、子どもについ

ての共通理解を深め、そのもとで協力し合う関係を築いています。また、地域の専門機関と連携し、適

切なアドバイスを受けながら支援に取り組んでいます。 

子ども一人ひとりの保育・教育のニーズを把握し、その時点で最も適切な対応をすることができる

多様で柔軟な仕組みや学びの場を整備し、切れ目のない連続性のある支援体制を構築することが

求められています。 

不安を抱える保護者が多く、地域や周囲の正しい理解に基づく支援が必要です。 

保護者の身体的及び精神的負担軽減のため、短期入所や日中一時支援事業等の福祉サービス

を提供しています。障害児を対象とした短期入所事業所や相談支援事業所等の事業所や支援者の

不足が課題です。また、医療的ケア児を抱える保護者のレスパイト支援が課題としてあります。 

保育園入所時に子どもや保護者の不安を軽減できるよう、保護者の了解を得た上で保健センタ

ー、療育センター等関係機関と情報交換をしています。また白ばら園において、基本的生活習慣、社

会性の育ち、丈夫な体づくり等を目指し個別支援計画に基づき療育をしています。子どもへの支援は

保護者と園の職員、専門職や専門医が一緒に考えています。懇談会、親子通園日等の機会を通して

家庭との連携を図っています。 

幼児健診で心身に発達の遅れのあると思われる子どもとその親に対し、必要な療育指導を行い、

あわせて療育グループを育成することによる、子どもの発達の促進と親同士の交流が必要です。 

療育センターにおいて、乳幼児健診などを通して健康課から紹介される、心身の発達に遅れがあ

ると思われる子どもの療育指導を行い、社会性の芽を育むとともに、保護者を対象に療育グループ

の育成や療育相談・講話などを行い、発達障害児等の子育て不安の解消に努め、発達に合わせた

子育てを支援しています。 

特別支援学級に在籍する児童・生徒一人ひとりの特性を捉え、きめ細やかな指導支援を進めるた

め、保護者との連携をより密にする必要があります。 

特別支援学級に在籍する児童生徒一人一人の特性をとらえ、きめ細やかな指導支援を進めるた

め、教育アシスタントを増員し配置しました。 

校内において対象児童生徒の状況把握や指導法について全職員で状況を共有することや、研修

を適時実施しています。また、様々な機会を通して特別支援教育に関わる研修会も実施しています。 

障害者の学びについては、生涯学習の基本理念である「いつでも、どこでも、だれでも、どんなこと

でも」学ぶことができる環境づくりの推進が求められています。 

令和３年度に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が成立し、医療的ケア児に

対する保育及び教育の拡充に関する施策等が規定されました。これを受け、医療的ケア児に対する

支援の充実が求められています。 

目指す方向性 

▶多様化する障害の状況等に対応するため、学校生活上の介助や学習活動上の支援等、体制の



58 

 

 

強化を図ります。 

▶子ども・子育て支援計画と連携し、支援が必要な子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、支援体

制の充実並びに人材・指導者の育成に取り組みます。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①子育ての支援と障害

児保育の充実 

●障害のある子どもの保護者の支援として、不安軽減やレスパイト（気

分転換）サービス等を行います。 

●保育園では障害児担当保育士の配置と研修の充実により、よりきめ

細やかな保育に取り組みます。 

●保育園と連携を図り、臨床心理士による巡回相談によって、発達に特

徴がある子どもの保育指導を行います。 

②療育体制の充実 ●乳幼児健診等で心身の発達に遅れがあると思われる子どもの療育

指導を行います。療育グループの育成や療育相談・講話等を行い、発

達障害児等の子育て不安の解消に努め、発達にあわせた子育てを支

援します。 

●保護者に対する支援については、療育センターにおいて、保護者に対

する臨床心理士等による講話や、小児科医や作業療法士等が巡回し

て、専門的な検査、指導、相談を行い、発達の正しい認識や受容を促

し、適切な対応を支援します。 

●療育センターにおいて、発達の遅れがあると思われる未就園児に必

要な療育を行ったり、保育園・幼稚園入園時に子どもや保護者の不安

を軽減できるよう、保護者の了解を得たうえで情報交換をします。 

●白ばら園と室場保育園の複合的施設「室場なかよし園」において、

子どもの状態にあわせて保育園との一日交流、短時間の交流等を行っ

ていきます。また職員の交流も行い、理解を深めていく。交流の目的や

方法を確認、見直しをし、内容を深めていきます。 

●療育事業「ポッポ教室」の退所時支援については、関係機関と連携

をとり、進路先への情報提供や保育園訪問による療育内容の引き継ぎ

などを行い、新たな環境へのスムーズな移行を図ります。 

③児童・生徒への特別

支援教育の充実 

●特別支援学級に在籍する児童・生徒一人ひとりの特性を捉え、きめ

細やかな指導支援を進めます。そのために、保護者との連携をより密に

します。 

●発達障害のある児童・生徒への教育支援体制の整備強化を図りま

す。 
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施  策 施策の内容 

●教職員の専門性向上と指導の充実、発達障害に対する理解を深め

るため、発達障害に関する研修会のさらなる充実を図ります。また、就学

者の状況に応じた学校の施設改善を行います。 

●就学者の状況に応じた学校の施設改善を行います。障害のある児

童・生徒が支障なく学校生活を送れるよう、必要に応じてバリアフリー

化を図ります。 

●重度の身体障害児を対象とした、食事介助と排泄介助を行う学校生

活介助員を派遣します。 

④交流機会の拡大 ●白ばら園と室場保育園の複合的施設「室場なかよし園」において、

子どもの状態にあわせて保育園との１日交流、短時間の交流等を行い

ます。また職員の交流も行い、理解を深めていきます。 

●特別支援学校と連携し、定期的に特別支援学校に在籍する児童生

徒が、地元の小中学校との居住地校交流等を実施できるようにします。 

●特別支援学級在籍の児童・生徒が、中学校区毎に学びの成果を発

表する「特別支援学級発表会」を実施し、児童・生徒の交流を深めま

す。 

●発表会会場の学校への移動手段について、現状を踏まえ柔軟に検

討を行います。 

●特別支援学校のセンター的機能を活用し、早期からの支援体制及

び卒業後の就労支援体制を充実させます。 

⑤切れ目のない支援体

制の充実 

●幼稚園、保育園、子ども園等関係機関から小学校への円滑な移行を

図り、特別な配慮が必要な児童の支援を行います。小学校特別支援教

育コーディネーターや保護者と連携をとり、小学校への円滑な移行が

できるよう支援します。 

●西尾市児童発達支援センター白ばら園で、児童発達支援と地域の

児童を支援する障害児相談支援を行います。障害児一人ひとりにあっ

た支援計画の作成やモニタリングを実施します。 

●早期教育相談及び特別支援学校体験入学について、広報等による

情報提供を行います。また、対象者の状況や保護者の意向を考慮した

適切な就学を支援するための教育支援委員会を開催します。 

●地域自立支援協議会の就労支援部会や子ども部会との連携を行い

ます。将来の就労するための基盤づくりとして、学齢期に安定した生活

基盤を整えられるよう必要な支援を検討します。 
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施  策 施策の内容 

⑥医療的ケア児への支

援 

●必要に応じ保育園、小中学校に看護師等を配置します。 

●医療的ケア児等コーディネーターを設置し、医療的ケア児やその保

護者からの相談支援を実施します。 

 

主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①子育ての支援と障害児保育

の充実 

障害のある子どもの保護者の支援 
福祉課 
保育課 

障害児を養育する保護者の不安軽減、レスパ
イトサービスの支援 

福祉課 

障害や発達程度にあわせた障害児保育の推
進 

保育課 

障害児学童保育の充実 子育て支援課 

②療育体制の充実 障害や発達程度にあわせた療育指導 家庭児童支援課 

療育事業「ポッポ教室」の退所時支援 家庭児童支援課 

発達障害に対する保護者の理解促進 
健康課 

家庭児童支援課 

③児童・生徒への特別支援教

育の充実 

特別支援学級の充実 学校教育課 

発達障害研究推進事業 学校教育課 

特別支援教育における環境整備 教育庶務課 

教職員の資質向上 学校教育課 

④交流機会の拡大 保育園との交流保育 保育課 

特別支援学級児童・生徒の中学校区特別支
援学級発表会の実施 

学校教育課 

小中学校と特別支援学校の交流及び連携 学校教育課 

⑤切れ目のない支援体制の充

実 

幼稚園、保育園、子ども園等の関係機関と小
学校間の円滑な移行を確保するための個別支
援体制の充実 

保育課 

学校教育課 

進路指導・キャリア教育の推進 
福祉課 

学校教育課 
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施策名 事業・取組 担当課 

⑥医療的ケア児への支援 
保育園、小中学校への看護師等の配置 

保育課 

学校教育課 

医療的ケア児支援センター及び関係各課との
情報の共有 

保育課 

学校教育課 

健康課 

福祉課 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 福祉課 
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基本目標６ 一人ひとりが生き生きと活躍する“まち” 

～雇用・就業・経済的自立～ 

現状と課題 

障害者の法定雇用率は、地方行政機関では 2.6％です。本市では採用試験において障害者区分

を身体障害者に限定せず、精神障害者及び知的障害者の受験を可能としています。 

地域の就労に関しては、地域自立支援協議会就労支援部会で協議されています。関係機関が多

岐にわたるため、今後も計画的な推進が必要です。 

就労支援部会にて、各支援機関の中核機関として障害者就労支援センターの設置が課題として

あげられています。 

就労支援事業所の授産物品の販売を支援しています。市内のすべての機関がそろって推進に努

める体制づくりが必要です。 

西尾市地域自立支援協議会就労支援部会とも連携して効果的な各課への周知方法や依頼方法

を検討し、さらに優先調達を進める必要があります。 

目指す方向性 

▶障害者を積極的に採用するとともに、全庁的に障害者就労施設等からの優先調達の推進に取り

組みます。 

▶西尾市地域自立支援協議会就労支援部会やハローワーク等の関係機関と連携し、就労機会拡

大のための取組を進めます。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①障害者雇用の促進 ●障害者の法定雇用率を上回るよう、積極的に障害者の採用に努めま

す。 

●庁内ワークステーションを立ち上げ、障害者が従事可能な業務を集

約し、雇用の拡大に取り組みます。 

②就労支援の推進と障

害者優先調達の推進 

●地域自立支援協議会の就労支援部会を活用し、ハローワークと連携

した企業訪問や就職面接会等、障害者の就労機会の拡大に取り組み

ます。 

●障害者の就労支援のため、就労支援事業所の授産物品の販売を支

援します。 

●障害者優先調達の理念に基づき、全庁的に推進に取り組みます。 



63 

 

 

主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①障害者雇用の促進 市における障害者の積極的な採用 人事課 

庁内ワークステーションの設置 人事課 

②就労支援の推進と障害者優

先調達の推進  

地域自立支援協議会（就労支援部会）の運営 福祉課 

就労支援に関する各機関との連携 福祉課 

就労支援事業所の授産物品の販売支援 福祉課 

障害者職場体験実習の拡大 福祉課 

障害者就労施設等からの物品及び役務の優
先調達を全庁的に推進 

福祉課 
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基本目標７ すべての人にやさしい“まち” 

～共生社会・権利擁護・差別解消・協働～ 

現状と課題 

コミュニティバスとして「六万石くるりんバス（西尾地区）」及び「いっちゃんバス（一色地区）」を運

行しています。 

また、公共交通空白地区解消のため、自宅と目的地を結ぶおでかけタクシー「いこまいかー」を運

行しています。 

高齢者、障害者等交通弱者の移動の足を確保し、生活の利便性の向上を図り、社会参加の促進

につなげ、地域を活性化させていく必要があります。引き続き、交通弱者の持続可能な移動手段確保

を検討し、生活の利便性向上、地域の活性化等を図るとともに、地域の生活行動にあった見直しを適

宜検討することが必要です。 

西尾市都市計画マスタープランでは、近年の社会情勢やライフスタイルの変化などを踏まえて、都

市機能の集積、新たな拠点や産業拠点の設定など、目指すべき将来像や土地利用などの都市整備

の方針について見直し、にしお未来創造ビジョンなどの上位計画との整合を図りつつ、新たな都市づ

くりの方針を定めています。この中で、全ての人にやさしい都市づくりを掲げています。 

公共施設の新築、整備及び改修の際に、ユニバーサルデザインの観点に立ち、バリアフリー化を進

めていく必要があります。 

公園に関してはバリアフリー新法施行以前に供用開始された都市公園が多く、特に多目的トイレ

未設置が多い状況です。また、建替計画のある公営住宅については、設計段階からバリアフリー化を

取り入れますが、既存公営住宅については改修の必要があります。 

西尾市社会福祉大会でボランティア活動功労者を表彰しており、活動の活性化とモチベーション

のアップに寄与しています。 

障害者の立場に立った行政サービスを提供するためには、職員が障害及び障害者について、更に

理解を深める必要があります。 

災害対策基本法の改正により避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、市は名簿を作成し

ました。名簿を作成した趣旨についての啓発と理解促進、個別計画の策定が今後求められます。 

また、障害福祉サービス事業所等との福祉避難所協定の締結を進めるとともに、福祉避難所開設

訓練を実施する等、福祉避難所の実効性を高める取組が必要です。 

平成 28 年４月施行の「障害者差別解消法」により、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁

止されるとともに、一人ひとりの障害にあわせた「合理的配慮」の提供が行政・事業者に義務化され

ました。 

障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支えあうため

の一つのあり方として、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成 28 年５月に施行されまし

た。 

障害者への虐待を未然に防ぐために、相談支援事業所と連携し、相談支援の充実や関係機関と

の連携を図りながら障害者やその家族、事業所の支援を行っていきます。しかし、短期入所施設が足

りないなど、家族がレスパイトできるサービスが不足している現状があります。  
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目指す方向性 

▶障害者が地域で自立して生活をしていくため、また社会参加のための移動手段の充実に努めま

す。 

▶避難行動要支援者名簿を有効活用し、災害等緊急時における障害者の安全確保を図ります。 

▶公共施設及び公共交通機関や道路等のバリアフリー化を関係機関と連携し推進します。 

▶障害者が地域で暮らしていくために、ボランティアの育成等必要な住民サポート力の強化に努め

ます。 

▶障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について、理解を深めるた

めの情報発信を行うとともに、成年後見制度等の権利擁護の取組を進めます。 

施策 

 

施  策 施策の内容 

①社会参加のための移

動手段の確保 

●引き続き、交通弱者の移動手段の確保を検討し、生活の利便性向

上、地域の活性化等を図ります。 

●電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者に福祉

タクシーチケットを交付します。制度内容について、申請者及びタクシー

業者へ周知を徹底し、制度の適性運用に努めます。 

●おでかけタクシー「いこまいかー」により、引き続き公共交通空白地

の解消を図ります。 

●西尾市社会福祉協議会においても、移動が困難な障害者や高齢者

及び傷病等により歩行困難な方へ福祉車両を貸し出しています。 

②公共施設等のバリア

フリー・ユニバーサル

デザイン化の推進 

●道路の新設・改良工事の施工時には、視覚障害者が安全に歩行で

きるよう点字誘導ブロックを設置するなど、福祉的な観点での合理的配

慮に基づき整備を行います。 

●障害のある児童・生徒が支障なく学校生活を送れるよう、必要に応じ

てバリアフリー化を図ります。 

●公共施設の新築、整備及び改修の際に、バリアフリー化を含め、人に

やさしいまちづくり条例に合致するよう施設の管理課と設計を進めてい

きます。 

●住み慣れた住宅に住み続けられるよう、既存住宅のバリアフリー化の

推進を継続します。 

③地域での支えあい活

動の推進 

●ボランティア活動を啓発するため、西尾市社会福祉大会でボランティ

ア活動功労者の表彰を引き続き行い、ボランティア活動の育成を図りま

す。 
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施  策 施策の内容 

●市民との協働によるまちづくりを進めるため、先駆性、柔軟性、専門

性、使命感といった特性を有する企業との連携は不可欠です。ネットワ

ーク上の連携だけでなく、相互の活動を知る機会を設定するなど、顔の

見える関係、支え合える関係を作り、地域における多様な主体のひとつ

として、互いの強みを生かした協働事業の可能性を探ります。 

④職員研修の実施 ●障害者の人権を含む人権啓発研修を実施し、障害及び障害者に関

する理解を深めます。 

⑤災害・防災対策と安

心・安全のまちづくり 

●ひとり暮らしの高齢者や障害者が住宅内で急病等の緊急事態に陥

った時に、迅速な対応ができるよう、携帯端末にも対応する緊急通報装

置を設置します。 

●家具の転倒による被害防止のために、周知を図りつつ、転倒防止金

具の取付けを行います。 

●火災を未然に防止するため、「老人防火・救急教室」を開催します。

また、住宅に設置が義務づけられている火災警報器設置の補助を行い

ます。 

●避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、市は名簿を作成し

ています。地域の自主防災会に対して、防災訓練等への避難行動要支

援者の参加を促すとともに、避難行動要支援者の避難訓練を取り入れ

るよう依頼します。また地域コミュニティの支援や支援者の確保、各機

関との連携について啓発を実施します。避難行動要支援者個別計画、

避難確保計画については、防災部局だけでなく福祉部局などと連携

し、作成を推進していきます。 

●聴覚障害者が避難所でも情報の確保ができるよう、各避難所に筆

談用のスケッチブックを整備し、必要に応じて要約筆記・手話通訳者の

派遣を検討します。 

●随時新規指定事業所等を福祉避難所として、追加の検討をします。 

協定締結先施設とは、福祉避難所設置運営マニュアルについて話し合

い、災害時に福祉避難所が機能できる仕組みの構築を進めます。 

●地域の安全は地域で守るという考え方を基本として、地域や町内会

における防犯意識の維持・高揚を図ります。年４回の安全なまちづくり

運動期間にあわせ防犯ボランティア、警察等と協力し、広報啓発を行い

ます。また、町内会が行う防犯灯の新設、防犯カメラの設置に対し、補助

金を交付し、犯罪の起きない環境づくりを推進します。 
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施  策 施策の内容 

 ●聴覚や発話の障害者がスムーズに緊急通報できるよう、関係機関と

協力し、西尾市 Net119 緊急通報システムの新規登録と利用を促進

します。また、システムの利便性、有益性について広報誌やパンフレット

などの媒体を用いて情報発信します。 

⑥差別の解消と権利擁

護の推進 

●関係者の研修による資質向上や連携強化を図り、虐待への適切な

対応や成年後見制度の活用、消費者保護制度の周知などに努めます。

障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用することが

有用であると思われる障害者に対して、相談支援事業所とともに周知

及び個別相談を実施します。また、申立てに要する経費及び後見人等

の報酬等について、該当者には助成します。 

●成年後見センターとの連携を強化し、成年後見制度の周知と利用の

支援を推進していきます。 

●広報等で一般の方にも障害者差別解消法についての情報を発信

し、あわせて相談窓口についても周知を図ります。 

●地域自立支援協議会権利擁護部会との連携を図ります。 

⑦虐待の防止 ●虐待を未然に防ぐために、相談支援事業所と連携し、相談支援の充

実や関係機関との連携を図りながら障害者やその家族、事業所の支援

を行っていきます。 

●関係機関と連携を密にし、広報やリーフレット等により、虐待の現状、

相談体制、防止施策等の知識を普及し、地域における早期発見や予防

など協力を要請します。また、乳幼児健康診査や「こんにちは赤ちゃん

訪問事業」において虐待の早期発見に努めます。 

●いじめを見逃さず許さない雰囲気を、児童・生徒含め学校全体で育

んでいくとともに、いじめの早期発見・未然防止の取組をより一層強化

していきます。 
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主な事業・取組 

 

施策名 事業・取組 担当課 

①社会参加のための移動手段

の確保 

コミュニティバス（六万石くるりんバス、いこまい

かー）の運行 
地域つながり課 

福祉タクシーチケット制度 福祉課 

②公共施設等のバリアフリー・

ユニバーサルデザイン化の

推進 

視覚障害者用誘導用ブロック設置の推進 土木課 

小中学校のバリアフリー化の推進 教育庶務課 

公共施設のバリアフリー化の推進 

土木課 

公園緑地課 

建築課 

資産経営課 

市営住宅のバリアフリー化の推進 建築課 

③地域での支えあい活動の推

進 

 

ボランティアの表彰制度 福祉課 

企業内ボランティアについての理解促進・連

携・協働 
地域つながり課 

にしお市民活動センターの運営 地域つながり課 

④職員研修の実施 市職員福祉研修 人事課 

⑤災害・防災対策と安心・安全

のまちづくり 
緊急通報システムの設置 

福祉課 

長寿課 

火災警報器の設置 福祉課 

家具転倒防止事業 
福祉課 

長寿課 

避難行動要支援者名簿の管理 
福祉課 

長寿課 

災害時の障害者の誘導体制の整備 危機管理課 

避難所での要約筆記・手話通訳 
危機管理課 

福祉課 
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施策名 事業・取組 担当課 

 
福祉避難所の設置 

福祉課 

長寿課 

防犯対策の強化 危機管理課 

西尾市 Net119 緊急通報システムの運用 指令課 

⑥差別の解消と権利擁護の推

進 
権利擁護の推進と制度の周知 

福祉課 

長寿課 

障害者差別解消法等の周知 福祉課 

⑦虐待の防止 

 

障害者の虐待防止体制の整備 福祉課 

子どもと家族の相談体制の充実 

保育課 

子育て支援課 

家庭児童支援課 

健康課 

児童虐待防止と対応の強化 
健康課 

家庭児童支援課 

いじめの予防 学校教育課 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉計画・障害児福祉計画 
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第５章 障害福祉サービス等の目標と見込量確保 

のための方策 

１ 令和８年度の目標値 

国の基本方針等に基づき、過去の実績と地域の実情に応じて目標値を設定しました。 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行（福祉施設から地域生活への移行促進） 

項  目 数  値 考え方 

施設入所者数（Ａ） 91 人 
令和４年度末時点の施設入所者数（基

準値） 

【目標値】 

地域生活移行者数（Ｂ） 

6 人移行 
施設入所からグループホーム等への移

行した者の数 

6.6％ 移行割合（Ｂ/Ａ） 

【目標値】 

施設入所者削減見込（Ｃ） 

5 人減 施設入所者の削減見込数 

5.5％ 削減割合（Ｃ/Ａ） 

（２）地域生活支援の充実 

地域生活支援拠点等の機能充実のための効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制を構築し

ます。 

※地域生活支援拠点等…相談、緊急時の受け入れ対応、体験の機会・場、専門的な人材の

確保・養成、地域の体制づくりの５つの機能を備え、障害のある人の高齢化や親亡き後を見

据え、障害のある人の生活を地域全体で支える支援体制 

実施の内容【目標 令和８年度末】 

地域生活支援拠点等を１か所設置し、機能充実のため、コーディネーターの配置、年１回以上運用

状況を検証・検討することに努めます。 

強度行動障害を有する障害者の状況や支援ニーズの把握に努めます。 

強度行動障害を有する障害者に係る支援体制の整備を図ります。 

（３）福祉施設から一般就労への移行等 

項  目 数 値 考え方 

福祉施設利用者の一般就労への移行者 39 人 
令和３年度実績（29 人）の 1.28 倍以

上を基準に算出する。 

就労移行支援事業利用者の一般就労への

移行者 
32 人 

一般就労に移行する利用者を令和３年

度実績（24人）から1.31倍以上増加。 

一般就労移行者の割合が５割以上の就労

移行支援事業所の割合 
50％ 

就労移行支援事業利用終了者に占め

る一般就労へ移行した者の割合が５割

以上。 

就労継続支援Ａ型事業利用者の一般就労

への移行者 
3 人 

一般就労に移行する利用者を令和３年

度実績（２人）から 1.２９倍以上増加。 
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項  目 数 値 考え方 

就労継続支援 B 型事業利用者の一般就労

への移行者 
４人 

一般就労に移行する利用者を令和３年

度実績（３人）から 1.28 倍以上増加。 

就労定着支援事業利用者数 １２人 

就労定着支援事業の利用者を令和３年

度末実績（８人）から 1.４１倍以上増

加。 

就労定着率７割以上の就労定着支援事業

所の割合 
25％ 

就労定着率７割以上の就労定着支援

事業所の割合を全体の 2.5 割以上とす

る。 

（４）相談支援体制の充実・強化のための取組 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言や人材育成の支援、障害分

野以外の介護、子育て、生活困窮等の相談機関との連携強化を推進し、地域の相談支援体制の

強化に努めます。 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置及び地
域の相談支援体制の強化を図る体制
の確保 

実施の
有無 

有 有 有 

個別事例の検討を通じた地域サービ

ス基盤の開発・改善等を行うために必

要な協議会の体制の確保 

実施の

有無 
有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問

等による専門的な指導・助言件数 
件/年 ３６ ３６ ３６ 

地域の相談支援事業者の人材育成

の支援件数 
件/年 ６ ６ ６ 

地域の相談機関との連携強化の取組

の実施回数 
回/年 ６ ６ ６ 

個別事例の支援内容の検証の実施

回数 
回/年 ９ ９ ９ 

主任相談支援専門員の配置 配置人数 1 1 1 

協議会における相談支援事業所参画

による事例検討回数・参加事業者数 

回/年 6 6 6 

事業者数 5 5 5 

協議会の専門部会の設置数及び実

施回数 

設置数 4 4 4 

回/年 3 3 3 

（５）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

県等が実施する障害福祉サービス等に係る研修について、職員の参加を積極的に行います。 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

研修への参加人数 人/年 ６ ６ ６ 
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②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、関係事業所と情報を共有して

審査支払等システムへの入力の改善を図ります。 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

審査結果の共有回数 回/年 １２ １２ １２ 

２ 障害福祉サービス及び相談支援の見込量と確保の方策 

各見込量は、令和３年度から令和５年度の実績を基礎（幾何平均※を活用）として、利用者数の

伸び等を見込み、月あたりの数値で算出しています。 

※値の総和をｎ個で割るのでなく、値の総乗のｎ乗根を取る方法。単純平均よりも次元を横断した

本質的差異をよく表すといわれる。 

（１）訪問系サービス 

サービス名 内 容 

居宅介護 居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護を必要とする人が対象となります。居宅で
入浴、排せつ、食事の介護等から、外出時の移動支援等を総合的に行いま
す。 

同行援護 
移動に著しい困難を有する視覚障害のある人が対象となります。移動
時、又は、外出先において必要な情報提供や援助を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が対象となります。行動するときに生
じ得る危険を回避するための必要な支援や、外出時の移動支援等を行
います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性が高い人が対象となります。居宅介護をはじめとする複
数のサービスを包括的に行います。 

 

 

区 分 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用時間 
（時間） 

利用者数 
（人） 

利用時間 
（時間） 

利用者数 
（人） 

利用時間 
（時間） 

利用者数 
（人） 

全体 1,374 86 1,377 88 1,381 90 

 

居宅介護 914 64 914 64 914 64 

重度訪問介護 356 1 356 1 356 1 

同行援護 93 17 96 18 100 19 

行動援護 11 4 11 5 11 6 

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 

 

  

【サービスの見込量】 （月あたり） 
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・必要なサービスが適切に利用できるように、相談支援事業の充実に努めるとともに、西尾市地域

自立支援協議会においてニーズを把握し、部会等において対応策を随時検討していきます。 

・医療的ケアが必要な重度障害者や精神障害者に対するサービス提供体制の拡充のため、事業

者に対し障害特性を理解するための研修等への参加を促すとともに、人材確保のためのネットワ

ークの構築などを検討していきます。 

（２）日中活動系サービス 

サービス名 内 容 

生活介護 
常に介護を必要とする人が対象となります。主に昼間に入浴や排せ

つ、食事の介護、創作活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期

間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 

就労選択支援 

【令和７年度新規】 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就
労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に
合った選択を支援します。 

ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考

に職業指導等を実施します。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人が対象となります。定められた期

間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行いま

す。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等への就労が困難な人が対象となります。働く場を提供す

るとともに、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行

います。 

Ａ型：一般企業での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の

機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図

る支援を実施。 

Ｂ型：一般企業等での雇用が困難な者、一定年齢に達している者等に対

し、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上を図る支援を実

施。 

就労定着支援 
就労移行支援などを利用して就業した方の就労を継続するために、

事業所や家族との相談や連絡調整などの支援を行います。 

短期入所 

（福祉型、医療型） 

介護者が病気の場合等の理由により、夜間も含め施設や病院等で入

浴や排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常に介護を必要とする人が対象となります。医療機関で行われ

る機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常

生活の世話を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

【確保の方策】 



77 

 

区 分 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

生活介護 6,963 367 7,135 374 7,311 382 

自立訓練（機能訓練） 18 2 18 2 18 2 

自立訓練（生活訓練） 5 2 5 2 5 2 

就労選択支援 ― ― ― 15 ー 15 

就労移行支援 1,034 58 1,096 60 1,162 63 

就労継続支援（Ａ型） 1,420 69 1,494 72 1,568 75 

就労継続支援（Ｂ型） 5,227 302 5,428 313 5,637 324 

就労定着支援 ― 12 ― 12 ― 12 

短期入所（福祉型） 296 63 313 68 330 73 

短期入所（医療型） １３ ２ １５ ２ １８ ２ 

療養介護 ― 15 ― 16 ― 17 

 

・就労支援関係のサービスが有効に実施されるように、サービス提供事業者や雇用関係機関との

連携を強化し、就労支援体制の整備を進めます。 

・障害のある人の就労機会拡大については、西尾市地域自立支援協議会を中心として、引き続き対

応策を検討するとともに、関係機関との連携による一般企業等へ雇用機会の拡大と確保に向けた

啓発を図ります。また、障害のある人の雇用に関する情報の提供に努め、就労定着に向けた支援

体制の充実を図ります。 

・緊急時対応をはじめとした短期入所利用者枠の確保など、利用ニーズに応じたサービス提供が

行えるよう努めていきます。 

・利用ニーズに応じたサービス提供が行えるよう、さらなる利用定員の拡大と新たな事業所の参入

を検討するとともに、関係機関との連携を強化していきます。 

（３）居住系サービス 

サービス名 内 容 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望

する人に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応によ

り、障害のある人の理解力、生活力等を補う観点から、適切な支援を

行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

主として夜間に、共同生活住居において入浴、排せつ、食事等の介

護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労

先、その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の世話等

を行います。 

施設入所支援 
主として夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する

相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

  

【サービスの見込量】 

【確保の方策】 

（月あたり） 
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・地域生活支援拠点の機能や地域移行を推進する施設として、共同生活援助（グループホーム）

等の充実に向けて、市内又は近隣市町で活動する事業所等の動向の把握に努め、整備を働きか

けていきます。 

・施設入所支援については、利用者のニーズに対応できるように、サービス提供事業者と連携を取

りながら、障害支援区分等を適切に判断するとともに、共同生活援助（グループホーム）を中心とし

た地域での居住の場への移行を検討します。 

・地域で安心して住み続けることができるよう、保健、医療、福祉の連携によるネットワークづくりを検

討していきます。 

（４）相談支援 

サービス名 内 容 

計画相談支援 
障害のある人の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス

利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。 

地域移行支援 
入所施設や病院から地域生活への移行を希望する人に対し、住居の

確保等、必要な相談支援を行います。 

地域定着支援 
居宅において単身により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡

体制を確保します。 

 

区 分 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人） 

計画相談支援 200 212 224 

地域移行支援 １ １ １ 

地域定着支援 １ １ １ 

 

  

区 分 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人） 

自立生活援助 2 2 2 

共同生活援助（グループホーム） 162 172 184 

施設入所支援 90 88 86 

【サービスの見込量】 

【確保の方策】 

【サービスの見込量】 

（月あたり） 

（月あたり） 
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・指定相談支援事業者と連携を密にして、適切な利用計画を提供できるように、事業所の拡充と支

援体制の確保に努めます。 

・障害の種類に関わらず対応できる幅広い知識と、障害ごとに求められる専門性の高い知識の双

方を兼ね備えた相談支援専門員の育成のため、県や関係機関等で実施する研修会等への積極

的な参加促進を図ります。 

・障害のある人の生活や就労等を包括的に支援できるように、相談支援体制の強化に努めます。 

３ 地域生活支援事業の見込量と確保の方策 

（１）必須事業 

①理解促進研修・啓発事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

理解促進研修・啓発事業 
障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障
壁」を除去するため、障害のある人の理解を深めるための啓発等を通
じて地域住民への働きかけを行います。 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

 

・地域住民に対して障害のある人の正しい理解を深め、合理的配慮の提供など共生社会の実現に

向けた研修・啓発事業等を継続実施していきます。 

②相談支援事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

障害者相談支援事業 
障害のある人等からの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障害
福祉サービスの利用に関する支援を行うとともに、障害のある人等の
権利擁護のために必要な援助を行います。 

地域自立支援協議会 
相談支援事業等を通して、利用者のニーズに応じた事業や必要なサ
ービス量の把握に努めるとともに、関係機関とのネットワーク化を進め
ていきます。 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者相談支援事業 
市内 

実施箇所数 

（箇所） 

3 3 3 

地域自立支援協議会 実施の有無 有 有 有 

 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 
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・相談支援事業については、身近な相談先として周知を行うとともに、適切なケアマネジメントと関係

機関などとの調整を行うなど、専門的な相談支援を提供できるように、支援体制の強化を図ります。 

・西尾市地域自立支援協議会を活用し、相談支援事業の適切な実施や地域の関係機関との連携

強化等を推進し、地域課題を検討するとともに、障害のある人に係る計画に対し幅広い意見を反

映させる定期的な協議を行います。 

・相談支援専門員の養成や、質の向上に向けた取組を進めるよう、事業所に働きかけていきます。 

③成年後見制度 

事業名 内容・実施に関する考え方 

利用支援事業 
成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度の申立てに要す
る経費（登録手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部、又
は一部を助成します。 

普及啓発事業 
成年後見制度について、広報での周知やパンフレットの配布、研修会
の実施などの啓発活動を行います。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用支援事業 
市長申立て 件/年 2 2 2 

後見人助成 件/年 3 3 3 

普及啓発事業 実施の有無 有 有 有 

 

・障害のある人の社会参加を支援し、適切な権利擁護が図られるよう、成年後見制度の周知や利

用に向け、成年後見センターとの連携を図ります。 

④意思疎通支援事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

意思疎通支援事業 
聴覚、音声言語機能障害により意思疎通を図ることに支障がある人
等に、意思の疎通の円滑化を図るため、手話通訳者の設置や手話通
訳者及び要約筆記者を派遣する事業を実施します。 

 

 

事業名 単位 
令和６年

度 
令和７年

度 
令和８年

度 

意思疎通支援事業 

手話通訳者設置 人 ２ ２ ２ 

手話通訳者派遣 件/年 303 312 321 

要約筆記者派遣 件/年 5 5 5 

 

・市役所内の手続きや相談に関する支援として、福祉課窓口に引き続き手話通訳者を設置していき

ます。 

・手話通訳者、要約筆記者等の育成のための啓発活動に努めます。 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 
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・聴覚障害者へ制度の周知を図り、聴覚障害のある人の社会参加が促せるように引き続き事業を

実施していきます。 

⑤日常生活用具給付事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

日常生活用具給付事業 

日常生活上の便宜を図るため、障害者（児）に対し、介護訓練支援用
具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援
用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を
給付します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業 

介護・訓練支援用具 
給付件数 
（件/年） 

9  9 9 

自立生活支援用具 
給付件数 
（件/年） 

23 24 24 

在宅療養等支援用具 
給付件数 
（件/年） 

41 42 43 

情報・意思疎通支援用具 
給付件数 
（件/年） 

18 19 19 

排泄管理支援用具 
給付件数 
（件/年） 

3,487 3,557 3,628 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

給付件数 
（件/年） 

5 5 5 

 

・障害のある人が生活の質の向上を図ることができるよう、障害の特性にあわせた適切な用具の給

付を行います。 

・障害のある人のニーズにあった種目を給付できるよう、定期的な種目等の見直しを検討するととも

に、利用を促進するための周知に努めます。 

⑥手話奉仕員養成研修事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

手話奉仕員養成研修事

業 

手話で日常会話を行なうのに必要な手話語彙及び手話表現技術を
習得した者を養成する。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話奉仕員養成入門講

座 
人/年 17 17 17 

手話奉仕員養成基礎講

座 
人/年 15 15 15 

 

・手話で意思疎通を行なう人の自立した日常生活又は社会生活を支援するため、広報等で講座を

周知し、受講者の募集に努めます。 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 
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⑦移動支援事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある人に、地域で自立した生活及び社
会参加を促すため、外出のための必要な支援を行います。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

移動支援事業 
人/月 150 １６３ １７５ 

時間/月 ３００ 325 350 

 

・障害のある人の社会参加を支援するため、適切にサービスを利用できるよう、事業所及び人材の

確保に努めます。 

⑧地域活動支援センター 

事業名 内容・実施に関する考え方 

地域活動支援センター 
創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便
宜を供与する事業を実施し、障害のある人の地域生活支援を行いま
す。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域活動支援センター 
市内実施箇所数（箇所） ２ ２ ２ 

人/年 １８０ １９０ ２００ 

 

・障害のある人の自立、社会参加を図るため、多様なニーズに沿った柔軟な事業の実施を検討しま

す。 

・地域活動支援センターの機能強化をはじめ、他サービスや機関との連携を図ります。 

（２）任意事業 

⑨訪問入浴サービス 

事業名 内容・実施に関する考え方 

訪問入浴サービス 
入浴が困難な在宅の身体障害のある人に、訪問入浴車による入浴サ
ービスを提供します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴サービス 人/年 8 8 ９ 

 

  

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【サービスの見込量】 
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・地域における重度身体障害のある人等の日常生活を支援するため、引き続き実施します。 

⑩日中一時支援事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

日中一時支援事業 
障害のある人の日中における活動の場の確保と、障害のある人を介
護している家族の一時的休息のため、日中の一時的な見守り等の支
援を行います。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日中一時支援事業 
人/月 194 １９７ ２００ 

日分/月 ７７６ ７８８ ８００ 

 

 

・障害のある人の家族や介護者の就労支援、並びに一時的な休息のため、事業を継続するとともに、

日中一時支援が必要な障害のある人の把握に努めます。 

・障害特性の理解など支援者の能力向上や事業所のネットワークの構築のための研修会等の開催

を検討していきます。 

⑪身体障害者福祉センター運営事業（文化・芸術・スポーツ講座開催等） 

事業名 内容・実施に関する考え方 

身体障害者福祉センター

運営事業 

スポーツ、芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促
します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

身体障害者福祉センター

運営事業 
年間講座数等 16 16 16 

 

・障害のある人の社会参加を促進するため、広報等による周知を図るとともに、適正な事業運営を

進めていきます。 

⑫点字・声の広報等発行事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

点字・声の広報等発行事業 点字・声の広報を発行し、市の情報などを提供、発信していきます。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

点字・声の広報等発行事業 回/年 12 12 12 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 
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・視覚障害のある人の社会参加を促すために、点字サークル等との連携を図りながら適正な事業運

営を進めていきます。 

⑬学校生活介助員派遣事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

学校生活介助員派遣事業 
市内の小中学校に在籍する重度の身体障害がある児童・生徒に
対し、必要に応じてヘルパーを派遣し、身辺自立が促せるように支
援します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

学校生活介助員派遣事業 
人/月 １ １ １ 

時間/月 ５ ５ ５ 

 

・教育委員会との情報交換により、障害児の状態把握に努めながら、学校と調整し適正な事業運営

を進めていきます。 

⑭自動車運転免許取得費助成事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

自動車運転免許取得費助

成事業 

身体障害者が、社会参加のために普通自動車運転免許を取得す
る場合に、取得費用の一部を助成します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自動車運転免許取得費助

成事業 
件/年 2 2 2 

 

・障害のある人の社会参加を促進するため、広報等による周知を図るとともに、適正な事業運営を

進めていきます。 

⑮自動車改造費助成事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

自動車改造費助成事業 
身体障害者が、社会参加のために自らが所有し運転する自動車を改
造する必要がある場合に、改造に要する費用の一部を助成します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自動車改造費助成事業 件/年 7 7 7 

 

・障害のある人の社会参加を促進するため、広報等による周知を図るとともに、適正な事業運営を

進めていきます。 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 
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⑯タクシー料金助成事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

タクシー料金助成事業 
電車、バスの公共交通機関を利用することが困難な障害者に福祉タ
クシーチケットを交付します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

タクシー料金助成事業 人分/年 912 930 948 

 

・障害のある人の社会参加を促進するため、広報等による周知を図るとともに、障害のある人が利

用しやすい制度とし、適正な事業運営を進めていきます。 

⑰障害者訪問理美容利用支援事業 

事業名 内容・実施に関する考え方 

障害者訪問理美容利用

支援事業 

理美容所を利用することが困難な、下肢又は体幹機能に重度の障害
を有する方を対象に、訪問理美容に要する費用の一部を助成します。 

 

 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者訪問理美容利用支
援事業 

件/年 20 30 40 

 

・外出して理美容所を利用することが困難な方の利用を促進するため、広報等による周知を図ると

ともに、障害のある人が利用しやすい制度となるように必要に応じて制度を見直す等、適正な事業

運営を進めていきます。 

４ その他の支援の見込量と確保の方策 

（１）発達障害者に対する支援 

①ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施 

障害や自閉症などの子どもを持つ家庭を対象に障害理解の講座やワーク等を行う、ペアレン

トレーニングやペアレントプログラム等について、ニーズに応じて実施できるよう体制の整備を図

ります。 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

支援プログラムの受講者数 
（保護者） 

人/年 20 20 20 

支援プログラムの実施者数 
（支援者） 

人/年 ２ ２ ２ 

②ペアレントメンターの養成 

ペアレントメンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定の

トレーニングを受けた親のことをいいます。本市では、愛知県が行う養成講座の周知を図ります。 

【事業の見込量】 

【確保の方策】

000 

【事業の見込量】 

【確保の方策】

000 
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③ピアサポート活動の推進 

サービスを受ける立場であった当事者が、サポートする立場に立ち、仲間との交流や支援活動

を支える、ピアサポート活動の推進を図ります。 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害に対する重層的な連携による支援体制の構築を目指すため、保健、医療、福祉関係

者による協議の場を開催します。また、精神障害者の地域移行支援や地域定着支援、共同生活

援助、自立生活援助などのサービスを実施します。 

 

精神障害に対する重層的な連携による支援体制 

 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の

場の開催 
回/年 ６ ６ ６ 

保健、医療及び福祉関係者による協議の

場への関係者の参加者数 
人/年 ２８ ２８ ２８ 

保健、医療及び福祉関係者による協議の

場における目標設定及び評価の実施 
回/年 1 1 1 

精神障害者の地域移行支援 人/年 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援 人/年 1 1 1 

精神障害者の共同生活援助 人/年 ４０ ４２ ４４ 

精神障害者の自立生活援助 人/年 ２ ２ ２ 

精神障害者の自立訓練（生活訓練） 人/年 ２ ２ ２ 

 

 

・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催については、今後も協議の場の維持を図るとと

もに、協議の場への関係者の参加を呼びかけます。 

・精神障害者の地域移行支援や地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助、自立訓練について

は、今後のニーズを踏まえながら支援体制の確保を図ります。 

  

【サービス等の見込量】 

【確保の方策】 
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第６章 障害児支援の目標と見込量確保のための方策 

１ 令和８年度の目標値 

・障害児支援の提供体制の整備等 

①児童発達支援センターの設置 

本市では、既に児童発達支援センターを１か所設置しており、令和８年度末までに児童発達支

援センターを確保する成果目標については達成済みです。 

今後は、地域における障害児支援の中核的な役割を担う施設として、機能強化に努めます。 

②保育所等訪問支援の充実 

本市では、既に市内９事業所において保育所等訪問支援を実施しており、令和８年度末まで

に保育所等訪問支援の実施体制を整備する成果目標については、達成済みです。 

今後は、支援体制の確保・充実に努めます。 

③主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 

本市では、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所が２か所あり、令和８年度末

までに少なくとも１か所以上確保する成果目標については、達成済みです。 

今後も事業所の確保に努めていきます。 

④主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

本市では、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所が１か所あり、令和

８年度末までに少なくとも１か所以上確保する成果目標については、達成済みです。 

今後も事業所の確保に努めていきます。 

⑤医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図る協

議の場は設置済みであり、今後も協議の場の維持・継続に努め、関係機関との連携強化を図り

ます。 

⑥医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 

本市では、既に医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置済みでありますが、今後もコ

ーディネーターの増員に努めていきます。 
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２ 障害児通所支援及び相談支援等の見込量と確保の方策 

サービス名 内 容 

児童発達支援 
児童発達支援センター等に障害児を保護者の元から通わせて、日
常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能
の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供します。 

放課後等デイサービス 
就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に通所
し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等
を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪
問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適
応のための専門的な支援等を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
外出をすることが困難な重度の障害児を対象に、居宅を訪問して
基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行います。 

障害児相談支援 
障害児通所支援の給付決定等について、障害児支援利用計画の
作成、関係者との連絡調整、障害児通所支援の利用状況の検証、
給付決定等に係る申請の勧奨等を行います。 

医療的ケア児のための 

コーディネーターの配置 

総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整する
コーディネーターの配置を促進します。 

 

 

区 分 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

利用量 
（人日） 

利用者数 
（人） 

児童発達支援 2,224 247 2,432 262 2,659 277 

放課後等デイサービス 6,552 999 7,341 1,111 8,225 1,234 

保育所等訪問支援 36 24 42 28 48 32 

居宅訪問型児童発達支援 4 1 4 1 4 1 

障害児相談支援 - 133 - 144 - 156 

 

項  目 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医療的ケア児のための 

コーディネーターの配置 
配置人数 ４ ５ ６ 

 

・サービス提供事業所と連携し、人材育成、情報共有に努め、実施体制の確保を図ります。 

・重症心身障害児を支援する事業所の確保と、医療的ケア児支援のための協議の場の維持・継続

に努め、関係機関との連携強化を図ります。また、調整役としてのコーディネーターの配置人数の

増員や、具体的な役割について検討します。 

・適切な支援が提供できるよう、利用計画の作成やモニタリングを行う障害児相談支援事業所の拡

充と相談支援体制の強化を図ります。 

  

【サービスの見込量】 

【確保の方策】 

（月あたり） 
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３ 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズと定量的な目標 

 

種 別 

利用ニーズ
を踏まえた 
必要な見込

量（人） 

定量的な目標（見込）（人） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保育所 ３６０ ３６５ ３５５ ３６０ 

認定こども園 65 40 60 65 

放課後児童健全育成事業 

（児童クラブ） 
60 60 60 60 

 

・利用ニーズを踏まえた受入れ体制の整備・確保を引き続き図ります。 

４ その他の障害児への支援等 

障害のある子どもを持つ家庭に対しては、障害者福祉計画を踏まえ、それぞれの障害に応じた医

療・療養・教育に取り組み、児童の健全な発達を支え、身近な地域で安心できる生活に向けて支援

します。 

また、障害の重度・重複化に対応するとともに、発達障害の子どもたち一人ひとりに寄り添いなが

ら切れ目のない支援を図るため、支援体制の充実、指導方法の研究、指導者の育成に取り組みま

す。 

≪西尾市第２期子ども・子育て支援計画より抜粋≫ 

事 業 内 容 

療育の充実に向けた 
広域連携 

西三河の近隣６市の連絡会議において、療育機能の充実に向けた
情報共有や職員研修を行います。 

西尾市療育センター 
（ポッポ教室） 

心身に発達の遅れがあると思われる児童に療育指導を行い、保護
者を対象に療育グループの育成、療育相談及び講話などを行いま
す。 

児童発達支援センター 
白ばら園 

児童発達支援センター白ばら園は、ことばや運動面の遅れ・情緒
面・人との関わりなど、発達上の心配や課題のある就学前児童を
バスで送迎し、療育を受ける機会を提供します。また、保護者から
の相談に応じる相談支援事業や、保育園・幼稚園等を巡回するな
ど地域支援を行います。 

障がい児保育 
障がい児担当保育士の配置と研修の充実、保育園や幼稚園での
障がい児保育を通じて、よりきめ細やかな保育に取り組みます。 

こども発達支援事業 
医療機関との連携により矢田つぼみ保育園において療育活動を
実施することで、障がいを持つ児童の心身の発達を促すとともに、
保護者の子育てと就労等との両立を支援します。 

特別支援教育 
障がいのある児童・生徒一人ひとりにあった教育に取り組むため
に、職員研修や指導法の研究、特別支援教育アドバイザーや教育
アシスタントの配置などを図ります。 

特別児童扶養手当の 
支給 

20 歳未満の重度知的障がい児並びに重度の身体障がい児の保
護者に手当を支給します。 

【事業の見込量】 

【確保の方策】 
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資料編 

（１）策定委員会委員名簿 

西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会委員名簿 

団体名・役職等 氏  名 

愛知県立大学教育福祉学部 教授 松 宮   朝 

西尾市医師会 副会長 鈴 村   裕 

西尾市歯科医師会 会長 蟹 江 友 浩 

西尾市障害者福祉団体連合会 会長 藤 田 善 市 

西尾市身体障害者福祉協会 会長 中 嶋 哲 夫 

西尾聴覚障害者協会 会長 松 永 好 晴 

西尾市手をつなぐ育成会 会長 瀧 川 賢 司 

特定非営利活動法人ハートネット西尾 理事長 田 中 研 一 

西尾市地域自立支援協議会 副会長 永 田 伸 広 

西尾市社会福祉協議会 会長 石 川 貞 夫 

西尾市地域包括支援センター一色 主任介護支援専門員 岡 田 孝 宏 

西尾保護区保護司会 理事 外 山 正 志 

愛知県西尾保健所 健康支援課長 有 川 かがり 

西尾市民生委員児童委員協議会 副会長 飯 塚 幸 子 

西尾市ボランティア連絡協議会 会長 安 藤 次 郎 

西尾市老人クラブ連合会 会長 井 関 公 宏 

西尾市子ども会育成連絡協議会 会長 植 田 康 裕 

西尾商工会議所 書記補 稲 垣 友 介 

西尾市健康福祉部長 酒 井 正 樹 

西尾市民公募者 大 竹 照 代 

西尾市民公募者 牧   恵 子 
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（２）策定経過 

 

令和５年 

3 月 7 日～ 

4 月 14 日 
市民アンケート調査の実施 

6 月 29 日 
第１回西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会 

（計画策定の趣旨等について） 

10 月 6 日 
第２回西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会 

（市民アンケート調査結果、団体アンケートについて） 

10 月 12 日～ 

10 月 31 日 
障害者福祉計画、地域福祉計画策定のためのアンケート（団体調査）実施 

11 月 9 日～ 

11 月 20 日 

第３回西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会 

（書面開催 地域福祉計画・地域福祉活動計画、障害者福祉計画の骨子案の

確認について） 

11 月 21 日～ 

12 月 1 日 

地域福祉計画・地域福祉活動計画、障害者福祉計画骨子案の施策体系に関

する調査・確認 

（関係各課に対し、書面により調査・確認） 

12 月 22 日 
第４回西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会 

（地域福祉計画・地域福祉活動計画、障害者福祉計画の素案について） 

令和６年 

1 月 11 日～ 

2 月 9 日 

パブリックコメント実施 

（市内 21 か所及びホームページにて公表） 

2 月 28 日～ 
パブリックコメント意見公表 

（ホームページにて公表） 

3 月 1 日 
第５回西尾市障害者福祉計画・西尾市地域福祉計画等策定委員会 

（地域福祉計画・地域福祉活動計画、障害者福祉計画の承認） 
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（３）用語集 

 用語 解説 

あ行 アクセシビリティ 施設、設備、サービス、情報、制度等の利用のしやすさ
のこと。 

医療的ケア児 たんの吸引や人工呼吸器の使用、経管栄養などといっ
た医療的援助を日常的に必要とする子どものこと。 

か行 ガイドヘルプボランティア 一人での外出が困難な人が安心して出かけられるよ
う移動サービスを提供するボランティア。 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、障害
のある人の相談支援に関する業務をワンストップで総合
的に行う機関。相談支援、情報提供、助言のほか、地域の
相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関への連携の
支援を行う。 

きずなネット 学校からの連絡を保護者に直接インターネット経由で
届ける連絡網サービス。 

共生社会 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境に
なかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことが
できる社会のこと。 

協働 同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこ
と。 

強度行動障害 自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多
動など本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、
著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が
必要になっている状態のこと 

グループホーム 地域での少人数の共同生活を支援するサービス。共
同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排
せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を
行う。 

ケアマネジメント 援助を必要とする人に対し、保健・医療・福祉など様々
な社会資源を活用したケアプランを作成し、適切なサー
ビスを行うこと。 

権利擁護 自己決定権の尊重という理念のもとに、本人が孤立し
てかかえる苦情や差別的な取扱いについて、本人の意思
あるいは意向に即して、過不足なく支援すること。 

合理的配慮 障害者を特別扱いするのではなく、障害を持たない者
と同等の権利を保障するための措置のこと。 

コミュニティバス 行政が中心となって、既存の路線以外のバスを必要と
している地域に走らせるバスのこと。 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、
様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供
等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把
握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切な
サービス提供につなげる。 
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 用語 解説 

さ行 自主防災組織 自然災害から地域を守るための住民による任意組織。
災害対策基本法に規定されている。自治会組織単位で
つくられることが多い。避難訓練や防災研修などの活動
を行う。 

児童福祉法 児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設
及び事業に関する基本原則を定めた法律。 

自閉症 脳機能障害が原因でコミュニケーションの困難を示す
障害。言語能力が低く、対人関係を嫌い、手順などに強
いこだわりや固執を示すなどの症状がある発達障害の
一種と考えられている。 

社会福祉協議会 社会福祉法に基づき、民間の社会福祉活動の推進を
目的とする非営利の民間組織。各種福祉サービスや相
談事業、ボランティア等の支援、さらに地域の特性を踏ま
えた独自の事業等を行っている。 

重症心身障害 知的障害の程度が最重度・重度であり、かつ、身体障
害者手帳の１、２級に該当する状態。 

手話奉仕員 手話奉仕員養成事業において、奉仕員として登録され
ている人。聴覚・言語機能障害のある人の生活及び関連
する福祉制度等についての理解と認識を深めるととも
に、手話で日常会話を行うために必要な手話表現技術
などを習得することを目標に、養成されている。 

巡回相談 子どもに応じた支援方法やより望ましい就学先等につ
いて助言をする支援体制のこと。 

障害者基本法 障害者の自立及び社会参加を支援する施策に関する
基本理念を定めた法律。昭和45年制定の「心身障害者
対策基本法」を改正して平成５年に成立、平成16年に大
幅改正。障害のある人に対する障害を理由とした差別、
その他権利利益を侵害する行為をしてはならないと定め
る。また、国や地方自治体に障害者のための施策に関す
る基本計画の策定を義務付けている。平成23年の改正
により、障害者の定義を拡大、合理的配慮の概念を導
入。 

障害者雇用推進者 障害者雇用についての取組体制を整備するため、企
業内に設置される人。「障害者雇用促進法」では、令和３
年３月１日から43.5人以上の労働者を雇用する事業主
は障害者雇用推進者を選任するように努めなければなら
ないとされている。障害者雇用推進者は公共職業安定所
との連絡窓口となる。 

障害者差別解消法 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
の通称。「障害者基本法」の基本理念に沿って、障害を
理由とする差別を解消するための措置について定めた法
律。障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止
し、行政機関や民間事業者に対して合理的配慮の提供
を義務付けている。 
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 用語 解説 

さ行 障害者総合支援法 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律」の通称。地域社会における共生の実現に
向けた障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支
援法」を平成24年に改正したもの。自立支援給付の対
象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整
備のための障害福祉計画の策定、費用の負担等につい
て定めている。 

障害者の権利に関する条約 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害
者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障
害者の権利の実現のための措置等について定める条約
です。 

身体障害者手帳 視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、
肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸
又は小腸・肝臓・免疫機能に障害がある人に都道府県
知事から交付されるもので、その程度により１級から６級
に分かれている。 

生活習慣病 食生活や喫煙、飲酒、運動不足など、生活習慣との関
係が大きい病気のことで、糖尿病、脂質異常症、高血圧、
など生活習慣が発症原因に深く関与している疾患の総
称。以前は「成人病」と呼ばれていた。 

精神障害者保健福祉手帳 精神疾患があり、長期にわたり日常生活又は社会生
活に制約がある人に、都道府県知事から交付されるも
で、その程度により１級から３級に分かれている。 

成年後見制度 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十
分な人の財産や権利を守るための制度。代理人等を選
任し、財産管理や身上保護（介護、施設への入退所など
の生活について配慮すること）についての契約や遺産分
割等の法律行為を行う民法上の制度。家庭裁判所が事
案に応じて適切な代理人（成年後見人、保佐人、補助
人）を選ぶ法定後見制度と、本人があらかじめ代理人
（任意後見人）を選び、自己の判断能力が不十分になっ
た場合の財産管理、身上保護などについての代理権を
与える任意後見制度がある。 

た行 地域移行支援 「施設や病院から住み慣れた地域へ」を支援するた
め、施設に入所している・病院に入院している方で地域
における生活に移行するための支援を必要としている方
に対して、住居の確保等地域生活に移行するために必要
な相談や必要な支援を行う。 

地域生活支援拠点等 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、
居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。居住支
援のための主な機能は、相談、緊急時の受入・対応、体
験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づ
くりの５つを柱としている。 
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 用語 解説 

た行 地域自立支援協議会 障害者総合支援法第89条の３に規定するもので、障
害者等への支援体制の整備を図るために設置され、行
政機関、サービス事業者、相談支援事業者等の関係機
関、障害当事者や家族等、地域の様々な立場の者で構
成される。サービス等利用計画等の質の向上のための体
制整備や、地域移行支援・定着支援及び虐待防止等の
ためのネットワーク強化がその役割として期待されてい
る。 

知的障害 知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあ
らわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特
別の援助を必要とする状態にあること。知的機能障害に
ついて標準化された知能検査による測定結果において、
知能指数がおおむね70までとされている。程度により軽
度・中度・重度・最重度と分けられる。 

デマンド型乗合タクシー 既存のタクシー車両を使って、自宅から小学校区内に
ある最も近い駅またはバス停までを結ぶ公共交通サービ
ス。 

特別支援学校 障害のある人等が、幼稚園、小学校、中学校、高等学
校に準じた教育を受けることや、学習上又は生活上の困
難を克服し自立が図られることを目的とした学校。従来
の盲学校・聾学校・養護学校を一本化し、障害種別を超
えた学校として創設。平成19年４月施行。 

特別支援教育 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた
主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生
徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高
め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切
な指導及び必要な支援を行うもの。 

特別支援教育アドバイザー 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人の
教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方等について、
教職員、特別支援教育支援員、ボランティア等に対し、助
言・援助を行う 

特別支援教育コーディネータ
ー 

教育支援学校や小中学校の特別支援学級において、
生徒や保護者、教職員等からの相談に応じ、助言や教育
的援助を行う。また障害のある児童・生徒一人ひとりにつ
いて個別の教育支援計画を作成する。 

な行 内部障害 身体障害の一つで、呼吸器機能障害、心臓機能障害、
じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障
害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害がその範
囲となっていたが、平成22年４月から、身体障害者福祉
法の対象範囲拡大に伴い肝臓機能障害が新たに加わっ
ている。 

難病 発病の仕組みが明らかでなく、かつ、治療方法が確立
していないため長期にわたり療養を必要とする疾病のこ
と。 

にこやか収集 ごみステーションまでのごみ出しが困難な高齢者や身
体に障害がある人などを対象に、職員が玄関先まで出
向きごみ収集の援助を行うサービス。 
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 用語 解説 

は行 発達障害 主に先天性の脳機能障害が原因で、乳幼児期に生じ
る発達の遅れのこと。発達障害者支援法により定義付け
られており、主に広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥
多動性障害の３種類に分類されている。症状の現れ方は
発達障害のタイプによって大きく異なる。 

バリアフリー 高齢者や障害者だけでなく、あらゆる人の社会参加を
困難にしているすべての分野でのバリア（障壁）の除去と
いう意味で用いられている。 

ハローワーク 
（公共職業安定所） 

「職業安定法」により政府が組織・設置する機関で、職
業紹介・職業指導・雇用保険業務等を行う。 

ピアサポート 障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験して
きたことを活かして仲間として支えること。 

避難行動要支援者 災害等が発生した場合に特に配慮が必要な高齢者、
障害者、難病患者等のうち、災害時に自ら避難すること
が困難で支援を要する人。 

福祉タクシーチケット 電車やバス等公共交通機関の利用が困難な障害者
や高齢者の日常生活の利便を図るために交付されるチ
ケット。 

福祉避難所 一般の避難所での生活が困難であり、何らかの特別
な配慮を必要とする方が、安心して避難生活を送れるよ
う、一般の避難所とは別に開設される避難所のこと。 

ペアレントトレーニング 保護者の方々が子どもとのより良いかかわり方を学び
ながら、日常の子育ての困りごとを解消し、子どもの発達
促進や行動改善を目的とした心理療法プログラムのこ
と。 

ペアレントプログラム 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っ
ている保護者などを、地域の支援者（保育士、保健師、福
祉事業所の職員等）が効果的に支援できるよう設定され
た、グループ・プログラムのこと。 

ペアレントメンター 自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援
に関する一定のトレーニングを受けた親のこと。 

法定雇用率 全従業員に対して、雇用する障害者の割合のこと。民
間企業だけでなく、地方自治体などの行政機関も義務づ
けられている。 

ポッポ教室 西尾市療育センター。お子さんのことばや運動など発
達についての心配、あるいは食事や排泄などのしつけに
困っているお母さんが親子で通う教室。 

ボランティア 社会福祉において、無償制、善意性、自発性に基づい
て技術援助や労働提供等を行う民間奉仕者のこと。 

ま行 耳マーク 聴覚障害者が、耳が不自由であると自己表示するた
めに考案されたもの。 

モニタリング サービス等利用計画に基づき、現在提供されているサ
ービスが十分であるか、あるいは不必要なサービスが提
供されていないか等を観察・把握すること。 
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 用語 解説 

や行 ユニバーサルデザイン 年齢や障害の有無などに関わらず、最初からできるだ
け多くの人が利用可能であるようにデザインすること。 

要約筆記 第一言語を手話としない中途失聴者や難聴者などの
聴覚障害者に対して、話されている内容を要約し、文字と
して伝えること。 

ら行 療育 障害児の成長や自立支援のために、医療及び専門的
な教育機関と連携し、必要なトレーニングを施し育成する
こと。 

療育手帳 知的障害者に公布される手帳。愛知県では、その程度
により、Ａ、Ｂ、Ｃの区分に分かれている。 

レスパイト 一時的中断、休息、息抜き。この語から派生した「レス
パイトケア」とは乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅
でケアしている家族のリフレッシュ等のため、一時的にケ
アを代替する家族支援サービスをいう。 

レスパイトサービス 障害児・者や高齢者を在宅で介護する家族の負担を
軽減し、心身の疲れを癒すため、施設への短期入所や自
宅への介護人派遣などによって一時的にケアを代替する
家族支援サービス。レスパイトケアともいう。 
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